
一
五
世
紀
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
に
お
け
る

世
俗
領
主
収
入
と
王
権

一
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出
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ス
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ゥ
ニ
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台
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序

　
一
三
六
九
年
春
、
モ
ン
テ
ィ
エ
ル
に
お
け
る
ペ
ド
ロ
一
世
の
非
業
の
最
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
も
っ
て
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
は
終
結
し
、
エ
ン
リ
ケ
ニ
世
が
勝
利
を
収
め

た
。
エ
ソ
リ
ケ
ニ
世
は
内
戦
に
功
の
あ
っ
た
貴
族
に
酬
い
る
た
め
、
彼
ら
に

　
　
　
　
　
メ
ル
セ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ル
セ
　
デ
ス
ロ
ニ
ソ
リ
ヶ
　
　
ヤ
ス

数
多
く
の
《
恩
寵
》
を
与
え
た
。
所
謂
《
エ
ン
リ
ケ
の
恩
寵
》
で
あ
る
。
以

後
、
こ
の
よ
う
な
《
恩
寵
》
授
与
政
策
は
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
旗
振
を
通
し
て
行

な
わ
れ
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
室
財
産
は
様
々
な
《
恩
寵
》
の
形
で
貴
族
達

に
譲
渡
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
王
領
地
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
貴
族

領
化
が
大
い
に
進
行
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
王
領
地
の
貴
族
領
化
と
い
う
現
象

は
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
以
前
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
が
、
内
戦
後
の
方
が
は
る

　
　
　
　
　
　
　
②

か
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
（
以
下
、
本
稿
で
は
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀

大

内

一

下
四
半
期
に
か
け
て
生
じ
た
王
領
地
の
貴
族
領
化
現
象
を
と
く
に
セ
ニ
ョ
リ

ア
リ
サ
シ
オ
ン
と
称
す
る
。
）
そ
の
う
え
、
　
エ
ン
リ
ケ
ニ
世
が
導
入
し
た

マ
　
ヨ
　
ラ
　
ス
　
ゴ

限
嗣
相
続
制
は
、
　
フ
ワ
ン
一
世
の
時
代
に
、
「
嫡
子
な
く
（
領
主
が
）
死
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
た
場
合
は
、
王
室
に
そ
の
所
領
を
返
還
す
べ
き
事
」
と
い
う
エ
ン
リ
ケ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
の
遣
言
の
一
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
後
は
セ
ニ
ョ
リ
ア

リ
サ
シ
オ
ソ
の
法
的
基
盤
と
し
て
貴
族
所
領
の
散
逸
を
防
ぐ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
時
代
に
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ン
の
受
益
者
で
あ
る
貴
族
層
に
も
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

化
が
生
じ
た
。
所
謂
《
旧
貴
族
》
か
ら
《
新
貴
族
》
へ
の
交
替
で
あ
る
。
数

　
　
　
　
　
　
⑥

多
く
の
《
旧
貴
族
》
が
、
内
戦
や
対
イ
ス
ラ
ム
戦
争
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
一

世
お
よ
び
ペ
ド
ロ
一
世
に
よ
る
粛
清
政
治
、
血
族
結
婚
や
高
齢
結
婚
に
よ
る

生
物
学
的
衰
弱
等
の
原
因
に
よ
っ
て
＝
一
ご
二
五
…
＝
二
七
五
年
の
間
に
カ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

テ
ィ
ー
リ
ャ
貴
族
地
図
か
ら
姿
を
消
し
た
。
衰
退
を
免
れ
た
《
旧
貴
族
》
は
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数
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
グ
ス
マ
ソ
家
、
ポ
ソ
セ
・
デ
・
レ
オ
ン
家
、
メ
ン

ド
サ
家
、
オ
ソ
リ
オ
家
、
マ
ン
リ
ケ
家
）
。
《
旧
貴
族
》
の
衰
退
に
よ
る
カ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

テ
ィ
ー
リ
ャ
貴
族
地
図
の
空
白
は
《
新
貴
族
》
の
台
頭
を
容
易
に
し
た
。
中

・
下
級
貴
族
で
あ
っ
た
ベ
ラ
ス
コ
家
、
ア
ル
バ
レ
ス
・
デ
・
ト
レ
ド
家
、
ア

ヤ
ラ
家
、
パ
チ
ェ
コ
家
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
な
ど
は
、
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ル
セ
　

代
国
王
に
対
し
て
行
っ
た
軍
事
・
政
治
的
協
力
に
よ
り
《
恩
寵
》
と
し
て
顕

職
を
得
、
同
時
に
多
く
の
所
領
を
獲
得
し
て
次
第
に
経
済
的
基
盤
を
確
立
し

て
行
く
。

　
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
期
に
お
け
る
《
恩
寵
》
政
策
と
《
新
貴
族
》
の
台
頭
は

軍
事
・
政
治
的
要
因
、
具
体
的
に
は
内
戦
に
お
け
る
戦
功
の
有
無
に
よ
り
説

明
さ
れ
る
。
モ
ク
ソ
ー
は
《
新
貴
族
》
の
台
頭
期
を
基
本
的
に
、
（
一
）
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
成
立
直
後
、
（
二
）
ア
ル
ジ
ュ
パ
ロ
タ
の
戦
い
の
後
年
、
（
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

エ
ン
リ
ケ
四
二
の
治
世
、
の
三
期
と
し
て
お
り
、
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ソ

も
こ
れ
ら
の
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
内

戦
と
戦
功
の
有
無
の
み
で
は
と
く
に
こ
の
時
期
に
王
領
地
の
貴
族
領
化
が
爆

発
的
に
進
行
し
た
理
由
を
完
全
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ト
ラ
ス
タ

マ
ラ
体
制
の
所
産
の
一
つ
で
あ
る
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ン
（
そ
の
契
機
と

な
っ
た
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
を
含
め
て
）
を
理
解
す
る
に
は
、
社
会
経
済
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

背
景
と
し
て
の
《
一
四
世
紀
の
危
機
》
を
港
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

《
危
機
》
に
よ
る
収
入
の
減
少
と
い
う
経
済
的
問
題
に
直
面
し
た
貴
族
層
が

と
っ
た
一
つ
の
対
応
策
と
し
て
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ン
を
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
二
つ
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
貴
族
が
獲
得
し
た

所
領
（
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
二
期
で
は
土
地
所
領
と
裁
判
権
所
領
が
一
体
と
な
っ

た
も
の
が
支
配
的
で
あ
っ
た
）
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
領
主
収
入
に

貢
献
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ソ
の
概
括
的
な

研
究
は
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
が
、
貴
族
の
財
産
や
収
入
を
具
体
的
に
扱

っ
た
貴
族
家
系
の
個
別
研
究
は
少
な
く
、
ス
ワ
レ
ス
・
フ
ェ
ル
ナ
ソ
デ
ス
流

の
「
広
大
な
所
領
が
貴
族
の
経
済
的
基
盤
を
確
立
し
た
」
と
い
う
説
明
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
他
の
一
つ
は
、
数
多
く
の
王
領
地
を
獲
得
し
て
確

立
す
る
貴
族
権
力
と
、
王
領
地
を
減
ら
し
な
が
ら
も
一
五
玉
垂
末
の
カ
ト
リ

ッ
ク
二
王
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
女
王
イ
サ
ペ
ル
ー
世
と
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ェ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
ト
リ
タ
リ
惹
⑬

ナ
ン
ド
ニ
世
）
期
に
「
絶
対
主
義
」
も
し
く
は
「
強
権
主
義
」
期
を
迎
え
る

王
権
と
の
間
に
、
王
領
地
に
付
随
す
る
諸
権
利
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
利
害

関
係
が
存
在
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
期
に
中
・
下
級
貴
族
で
あ
る
《
奉
仕
貴
族
》

の
段
階
か
ら
国
王
の
籠
愛
、
大
家
産
そ
し
て
爵
位
を
獲
得
し
て
上
級
貴
族
と

な
っ
た
ベ
ラ
ス
コ
家
、
ア
ル
バ
レ
ス
・
デ
・
ト
レ
ド
家
、
パ
チ
ェ
コ
塚
等
の

《
新
貴
族
》
の
中
で
も
、
上
昇
過
程
が
比
較
的
明
確
で
、
か
つ
、
一
五
世
紀

の
世
俗
領
主
収
入
に
関
す
る
数
少
な
い
貴
重
な
史
料
を
残
し
て
い
る
ス
ト
ゥ
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ニ
が
家
（
一
六
世
紀
に
ス
ニ
が
家
と
改
姓
。
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
公
爵
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

三
家
の
う
ち
年
下
第
八
位
）
を
例
に
と
り
、
そ
の
収
入
の
分
析
を
通
じ
て
セ

ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ソ
が
世
俗
領
主
収
入
に
果
し
た
役
割
を
解
明
す
る
と
同

時
に
、
当
時
の
王
権
と
貴
族
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
　
ペ
ド
ロ
一
世
の
専
横
政
治
お
よ
び
親
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
に
対
し
て
、
＝
二
六
六
一

　
六
九
年
に
か
け
て
彼
の
異
母
兄
で
あ
る
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
の
エ
ン
リ
ケ
が
起
し
た
内

　
戦
。
詳
し
く
は
、
＜
9
0
0
9
b
ロ
目
口
ρ
嘗
。
”
｝
こ
h
§
曳
§
ミ
自
§
○
蕊
ミ
封
㍉
卜
袋

　
験
ミ
ミ
翫
↓
ミ
鴇
智
8
誠
。
、
ミ
§
蝕
凄
糺
ミ
ミ
魁
ミ
臨
博
髄
（
こ
＆
1
鑓
ご
y
＜
巴
一
㍗

　
餌
。
二
鼻
δ
①
①
．
を
参
照
。
ビ
ニ
ャ
ス
・
イ
・
メ
イ
は
、
こ
の
内
戦
を
ペ
ド
ロ
一
世

　
を
支
持
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
エ
ン
リ
ケ
に
代
表
さ
れ
る
保
守
貴
族
と
の

　
衝
突
と
考
え
て
い
る
。
＜
ヨ
霧
嘱
蜜
O
ざ
O
こ
．
．
U
O
団
国
a
島
蜜
O
象
9
帥
冨

　
ン
、
夙
。
留
旨
P
小
一
〇
p
⇒
舞
σ
監
8
唄
巴
国
ω
詳
①
畠
。
自
㊦
○
貯
峯
一
霞
『
Φ
ロ
一
9
鉱
韓
。
－

　
該
ρ
℃
o
＝
二
8
㊦
ω
℃
ρ
。
諏
。
す
”
．
㌧
ミ
落
ミ
職
3
押
N
心
㌧
q
”
一
？
陣
O
I
自
■
ま
た
、
ク
ラ

　
ベ
ロ
は
百
年
戦
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
封
建
制
の
再
生
産
の
危
機
の
表
出
」

　
と
述
べ
て
い
る
。
9
碧
羅
P
b
d
4
さ
黛
。
器
薦
9
、
ヤ
§
門
馬
§
織
瀞
N
ミ
ミ
§
G
勲
㍗

　
ミ
馬
3
竃
p
α
菖
食
ち
謡
噛
℃
．
一
真
．
し
か
し
、
内
戦
を
封
建
貴
族
の
単
な
る
内
部
対

　
立
、
支
配
者
層
の
内
部
矛
盾
で
あ
る
と
す
る
バ
ル
デ
オ
ソ
の
見
解
が
、
内
戦
の
主

　
体
が
貴
族
で
あ
り
他
の
往
会
階
層
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実

　
か
ら
、
よ
り
妥
当
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
＜
巴
号
9
し
づ
占
者
器
㌧
旨
4
、
．
≧
o
く
や

　
琶
一
①
箕
。
ω
曽
暮
一
器
，
o
訟
巴
①
。
。
睾
O
僧
ω
訟
一
ぎ
窪
〇
一
。
。
一
σ
q
一
〇
×
＜
、
、
㌧
9
§
§
§
g

　
§
ミ
無
ミ
§
9
犬
曳
鼠
辞
同
㊤
誤
”
マ
ω
Φ
O
■

②
　
鼠
。
首
蘭
Q
α
．
9
貸
与
霧
ミ
ミ
鵯
軋
8
細
き
§
恥
§
N
ミ
鼠
P
8
0
一
〇
9
”
お
刈
G
。
「

　
O
o
＝
p
コ
審
ω
島
⑦
円
⑦
益
P
＞
．
層
．
．
い
O
紛
ω
①
諏
。
訟
。
ω
9
コ
飢
巴
鐸
。
Φ
6
。
．
〉
昌
鋒
凶
ω
一
ω
乱
O
ω
詔

　
①
＜
o
ピ
。
ま
鐸
3
昌
搾
。
凱
巴
㊦
p
一
節
国
島
ρ
儒
寓
Φ
a
9
．
、
b
ミ
織
ミ
貯
．
期
嵩
ミ
錠
職
。
§
鈎

　
b
o
§
渇
§
、
o
鈎
、
ρ
一
箋
り
、
℃
や
Q
。
㊤
み
旨
．
閃
に
、
後
者
に
よ
る
と
、
ア
ン
グ
ル
シ

　
ア
地
方
に
お
け
る
貴
族
所
領
の
総
面
積
は
、
サ
ソ
チ
ョ
四
世
の
時
代
（
一
　
一
八
廻

　
－
九
五
年
）
を
指
数
一
〇
〇
と
す
る
と
、
ペ
ド
ロ
一
世
期
（
一
三
五
〇
1
六
九

　
年
）
は
一
〇
五
・
六
、
エ
ソ
リ
ケ
ニ
世
期
（
；
一
六
九
－
七
九
年
）
は
一
四
一
・

　
二
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
両
月
期
（
一
四
七
四
一
　
五
一
七
年
）
に
は
一
九
二
・

　
九
に
達
し
て
お
り
、
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
影
に
約
二
倍
に
な
っ
た
。

③
9
α
鼠
8
傷
巴
話
《
鳥
8
国
コ
翫
ρ
器
H
H
号
O
霧
呂
5
b
σ
」
■
潮
”
Φ
。
。
讐
や
島
．

④
O
ま
三
〇
9
飢
巴
話
《
儒
8
圏
雪
H
号
O
霧
巳
5
き
ミ
㌧
㊦
g
。
二
）
｝
）
．
一
．
雛
1
＝
卜
。
．

⑤
　
諸
。
諸
◎
ω
．
α
Φ
、
．
、
O
①
冨
コ
〇
三
①
葵
く
ざ
冨
ρ
昼
5
0
げ
一
〇
葵
臣
ご
ゆ
く
p
ビ
算

　
ひ
轟
蕊
h
o
『
旨
霧
ま
鵠
昌
。
σ
一
一
一
p
「
冨
。
霧
8
鵠
ρ
謬
ρ
魯
　
げ
曽
む
a
p
国
α
p
α
鑑
。
（
臨
ρ
、
．
㌧

　
O
画
ミ
犠
ミ
嵩
9
乱
馬
ミ
無
O
、
ミ
隔
G
Q
”
窯
9
匹
窪
窪
H
O
O
Q
o
．

⑥
　
一
稼
ー
一
三
世
紀
の
王
国
拡
大
期
に
大
所
領
を
形
成
し
た
貴
族
層
。
ラ
ラ
家
、

　
モ
リ
ー
ナ
家
、
ア
ロ
家
、
カ
ス
ト
ロ
家
、
等
を
は
じ
め
と
し
て
約
三
〇
家
系
か
ら

　
成
っ
て
い
た
。

⑦
ラ
ラ
、
カ
ス
ト
ロ
、
メ
ネ
セ
ス
、
シ
ス
ネ
ロ
ス
、
ア
ギ
ラ
ル
の
諸
家
は
断
絶
。

　
マ
ヌ
エ
ル
家
は
衰
退
し
て
以
前
の
権
勢
を
失
い
、
セ
ル
ダ
家
と
ヒ
ロ
ン
家
は
《
新

　
貴
族
》
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
断
絶
を
免
れ
た
。

⑧
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
を
逓
し
て
二
つ
の
貴
族
集
団
、
す
な
わ
ち
、
広
大
な
所

　
領
と
爵
位
を
有
し
た
が
中
央
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
た
《
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
の
追
随

　
者
》
と
呼
ば
れ
る
王
族
大
貴
族
と
経
済
基
盤
を
専
ら
官
職
俸
給
に
よ
っ
て
い
た

　
　
ノ
ゾ
レ
サ
コ
デ
ロ
セ
ル
ビ
シ
オ

　
《
奉
仕
貴
族
》
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
《
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
の
追
随
者
》
は

　
＝
二
九
一
…
九
五
年
の
間
に
失
脚
、
没
落
し
、
彼
ら
に
代
っ
て
中
・
下
級
貴
族
で

　
あ
っ
た
《
奉
仕
貴
族
》
が
国
王
の
寵
愛
と
大
家
産
、
な
ら
び
に
爵
位
を
獲
得
し

　
て
上
級
貴
族
へ
と
上
昇
し
て
行
っ
た
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
ト
ラ
ス
タ
マ

　
ラ
三
期
に
成
立
し
た
上
級
貴
族
を
《
新
貴
族
》
と
称
す
る
。
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
期

　
の
政
治
史
に
関
し
て
は
、
ω
舞
話
N
団
。
旨
雪
α
。
N
㌧
ぴ
．
、
さ
昏
N
禽
窺
聴
と
§
ミ
鳶
ミ
斜
．

　
℃
§
馬
8
誉
ミ
恥
ミ
8
ミ
鴨
㍉
斜
ミ
詮
。
｝
、
貯
ミ
防
ミ
ミ
§
§
、
亀
曳
。
函
潭
く
騨
＝
㌣

　
α
o
＝
倉
一
鶏
魚
を
参
照
。
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⑨
　
玉
里
継
承
権
を
理
由
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
侵
攻
し
て
い
た
フ
ワ
ソ
一
世
は
、
リ
ス

　
ボ
ソ
包
囲
に
失
敗
し
た
後
、
＝
二
八
五
年
に
ア
ル
ジ
ュ
バ
勉
励
に
お
い
て
ボ
ル
ト

　
ガ
ル
正
ジ
ョ
ア
ン
・
デ
・
ア
ビ
ス
率
い
る
軍
隊
に
よ
り
大
敗
を
喫
し
た
。

⑩
鼠
。
首
㌧
Q
。
・
魯
’
。
賢
ミ
こ
や
b
。
O
b
。
凸

＠
〈
巴
山
①
9
じ
σ
．
｝
‘
．
、
〉
ω
で
8
8
穿
下
9
ω
房
8
ω
邑
ご
ロ
p
。
曾
冨
箕
ぎ
Φ
葬

　
豊
凶
欝
α
ユ
9
ω
凶
σ
q
δ
×
囹
く
、
げ
ミ
愚
身
隷
ミ
」
一
徳
㌧
℃
や
O
I
N
劇
’
．
．
い
ρ
o
凱
。
。
齢
低
2

　
繊
σ
Q
ざ
禁
曰
く
Φ
昌
O
帥
ω
江
戸
旧
知
Φ
く
冴
ε
ロ
a
巴
℃
戦
〇
三
⑦
ヨ
即
、
”
”
渤
馬
畑
蹄
ミ
亀
卜
ミ

　
q
ミ
曽
ミ
恥
ミ
象
匙
叙
恥
罫
弱
震
3
↓
ρ
℃
や
一
①
一
山
O
Q
郵
O
餌
σ
ユ
に
四
¢
ρ
署
こ
．
．
い
o
m

　
畠
①
ω
唱
。
σ
智
血
o
o
。
o
ゆ
0
9
ω
銘
¢
即
旨
く
一
①
智
、
、
、
ミ
落
ミ
職
3
＝
ρ
℃
や
心
Q
◎
A
I
ゆ
切
O
…

　
お
ρ
℃
ワ
α
ふ
ρ
窪
ρ
お
よ
び
、
大
内
一
、
「
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
に
お
け
る

　
《
一
四
世
紀
の
危
機
》
」
、
『
外
国
語
・
外
團
文
学
研
究
』
、
8
、
大
阪
外
国
語
大
学

　
大
学
院
修
士
会
、
昭
和
五
九
年
、
五
三
－
漏
穴
頁
。

⑫
ω
口
話
N
哨
曾
忌
邑
。
N
”
r
。
辱
．
ミ
‘
℃
．
δ
…
＜
鎮
g
9
じ
d
騨
差
曾
・
し
‘
卜
禽

　
8
や
ミ
篤
黛
8
旨
“
鷺
N
題
恥
蕊
馬
、
葛
篭
ミ
隣
恥
O
二
巴
鳶
ミ
ミ
ド
N
8
恥
碍
ミ
帽
子
閑
黛
k
3

　
寓
p
山
鼠
鼻
一
雪
ρ
b
℃
．
り
ト
。
I
O
ら
。
．
最
近
に
な
っ
て
貴
族
家
系
に
闘
す
る
勝
れ
た
倒
別

　
研
究
が
数
多
く
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貴
族
家
系
の
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ソ
の

　
過
程
な
ら
び
に
上
級
貴
族
へ
の
上
昇
過
程
は
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
収
入
面

　
に
関
し
て
は
、
史
料
の
欠
除
も
影
響
し
て
十
分
な
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の

　
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ン
と
領
主
収
入
の
変
化
と
の
関
係
に

　
直
接
言
及
す
る
も
の
も
な
い
。
貴
族
家
系
の
主
要
な
個
別
研
究
は
次
の
通
り
で
あ

　
る
。
o
Q
o
冨
昌
P
国
こ
、
、
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。
δ
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＞
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．
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①
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＜
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＜
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㊤
冨
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乱
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角
ω
置
銭
創
⑦
＜
巴
㌶
O
o
一
一
阜
（
こ
れ
は
筆
者

が
昭
和
五
七
年
、
バ
リ
ャ
ド
リ
…
ド
大
学
留
学
中
に
彼
女
の
御
好
意
に
よ
り
閲
読

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
）

　
ま
た
、
世
俗
領
主
収
入
に
関
し
て
は
、
モ
ク
ソ
ー
が
早
く
か
ら
領
主
財
政
に
お

け
る
國
王
大
権
（
特
に
ア
ル
カ
バ
ラ
）
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
が
実
証
す
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
竃
。
呂
◎
Q
っ
．
（
5
．
、
い
。
ω
o
訟
σ
q
⑦
一
番
ω
〔
ざ
峯
℃
曾
o
o
℃
9
ひ
嵩

（
δ
鉱
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ぴ
巴
螢
ω
℃
9
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℃
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鑑
9
二
舘
。
。
。
．
、
噸
ミ
愚
ミ
職
3
×
＜
囲
囲
囲
（
鳶
）
℃
一
㊤
α
o
Q
、
℃
℃
．

ω
O
刈
1
。
。
ω
ρ
　
日
本
で
は
、
五
十
嵐
一
成
玩
が
一
六
世
紀
の
世
俗
領
主
収
入
に
お
け

る
ア
ル
カ
バ
う
お
よ
び
テ
ル
シ
ア
の
重
要
性
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
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一一ﾜ世紀カスティーリャ王国における徴俗領主収入と王権（大内）

　
領
憲
収
入
と
の
量
的
比
較
が
史
料
の
関
係
上
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残
念

　
で
あ
る
。
五
十
嵐
一
成
、
「
一
六
世
紀
後
半
の
新
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に
お
け
る
領

　
主
舗
の
構
造
」
、
『
土
地
制
度
史
学
』
、
第
七
〇
号
、
昭
和
五
～
年
、
　
四
〇
1
五
五

　
頁
。

⑬
　
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
朝
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
絶
対
主
義
は
、
　
ス
ペ
イ

　
ン
史
家
の
間
で
そ
の
「
絶
紺
」
的
件
格
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
絶
え
な
い
が
、
ビ

　
セ
ン
ス
・
ビ
ベ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
爾
王
期
お
よ
び
カ
ル
ロ
ス
一
世
期
を
称
し
て
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ル
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ロ
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ア
ウ
ト
リ
タ
リ
ア
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「
強
権
的
」
王
権
の
蒔
代
と
述
べ
て
以
来
、
「
強
権
主
義
」
と
い
う
用
語
が
比

　
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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照
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ま
た
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カ
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司
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面
に
お
け
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権
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し
て
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オ
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ト
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藤
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訳
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ス
ペ
イ
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帝
国
の
興
亡
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一
四
六
九
一
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七
一
穴
』
、
岸
波
書
店
、
昭

　
和
五
七
年
、
第
三
章
一
二
、
「
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に
お
け
る
王
権
の
強
化
」
、
八
六

　
－
一
〇
〇
百
ハ
、
が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

⑭
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晴
の
著
述
家
マ
リ
ネ
オ
・
シ
ク
ロ
に
よ
る
と
、
ス
ニ
が
家
の
年
収
は
四
万
ド

　
ゥ
カ
ー
ド
、
悶
に
、
第
一
位
の
ベ
ラ
ス
コ
家
、
パ
チ
ェ
コ
家
、
コ
ル
ド
バ
家
は
六

　
万
ド
ゥ
カ
ー
ド
で
あ
っ
た
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o
。
貯
き
、
い
■
㌧
O
ぴ
謎
覇
譜
壽
恥
G
8
蕊

　
§
ミ
。
謎
ミ
塁
§
肉
愚
斜
碧
”
〉
一
8
蘇
9
寓
Φ
母
お
ρ
一
器
ω
b
h
自
陰
．
降
。
G
。
＜
凸
野
。
岸

　
℃
O
噌
三
遍
．
蛍
凱
9
許
N
謡
愚
ミ
馬
ミ
留
ミ
嵩
賦
q
矯
－
嵩
ミ
．
藤
照
一
成
訳
『
ス
ペ
イ

　
ソ
帝
國
の
興
亡
、
一
四
六
九
1
｝
七
㎝
六
』
、
岸
波
門
店
、
昭
和
五
七
年
、
一
一

　
六
頁
。

一

ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
系
譜
と
セ
ニ
ョ
リ
ア

リ
サ
シ
オ
ン

　
ナ
パ
ラ
の
貴
族
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・
ス
ト
ゥ
ニ
ガ
が
一
二
七
八
年

　
　
①

の
内
乱
に
際
し
て
ナ
ヘ
ラ
付
近
（
ロ
グ
ロ
ー
ニ
ョ
県
）
に
定
着
し
た
の
が
ス

ト
ゥ
ニ
が
家
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
に
お
け
る
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
の

子
イ
ニ
ゴ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
は
ペ
ド
ロ
一
世
に
ナ
パ
ラ
王
国
と
の
国
境
問
題
に

　
　
　
て
ン
ダ
デ
ロ

関
す
る
外
交
官
と
し
て
仕
え
、
一
三
五
五
年
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
最
初
の
所
領
と
な
る
ア
ソ
フ
ラ
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
カ
イ
デ

メ
デ
ィ
ナ
・
シ
ド
ニ
ァ
の
城
代
と
し
て
王
妃
ド
ニ
ャ
・
ブ
ラ
ン
カ
幽
閉
の
任

を
負
っ
て
い
た
際
に
、
ペ
ド
ロ
一
世
の
命
令
に
背
い
て
王
妃
の
処
刑
を
拒
ん

だ
た
め
、
イ
一
一
ゴ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
は
国
王
の
逆
鱗
に
触
れ
て
生
命
を
落
と
す
。

こ
の
事
件
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
で
エ
ソ
リ
ケ
ニ
世
側
に

つ
く
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
。
イ
ニ
ゴ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
が
フ
ワ
ナ
・
デ
・
オ

ロ
ス
コ
と
の
間
に
も
う
け
た
四
人
の
男
子
の
う
ち
、
同
名
の
長
男
イ
ニ
ゴ
・

オ
ル
テ
ィ
ス
（
小
イ
ニ
ゴ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
）
は
一
三
六
九
年
、
内
戦
で
の
戦

功
に
よ
り
《
恩
寵
》
と
し
て
エ
ソ
リ
ケ
ニ
世
よ
リ
カ
ス
タ
ニ
ャ
レ
ス
・
デ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
③
グ
ワ
ル
で
甚
監
ル

リ
オ
ハ
を
譲
渡
さ
れ
た
。
小
イ
ニ
ゴ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
は
後
に
近
衛
隊
長
官
と

し
て
フ
ワ
ソ
一
世
に
仕
え
た
。

　
し
か
し
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
を
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
大
貴
族
の
地
位
に
ま
で
高
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め
た
の
は
次
男
の
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
で
あ
る
。
彼
は
フ
ワ
ソ
一
世
が
皇
太

　
　
　
　
　
カ
マ
レ
ロ

子
の
頃
か
ら
侍
従
と
し
て
仕
え
て
お
り
、
フ
ワ
ソ
一
世
の
覚
え
が
め
で
た
か

っ
た
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
の
時
代
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
に
と
っ
て
重
要
な
所

領
獲
得
期
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
パ
ニ
ャ
ー
レ
ス
（
一
三
七
七
年
）
と
モ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
乳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ル
・
デ
・
ラ
・
レ
イ
ナ
（
＝
二
七
九
年
）
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
一
三
八

　
　
　
フ
ス
テ
イ
シ
ア
サ
マ
ヨ
　
ル

ニ
年
に
は
司
法
長
官
フ
ワ
ソ
・
ヌ
ニ
ョ
ス
・
デ
・
ビ
リ
ャ
サ
ソ
（
彼
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

任
者
）
か
ら
二
八
万
マ
ラ
ベ
デ
ィ
で
カ
ピ
ー
リ
ャ
を
購
入
し
た
。
ウ
ル
ベ
ル

や
ブ
ル
ゴ
ス
地
方
の
い
く
つ
か
の
村
落
も
こ
の
時
期
に
購
入
し
た
。
　
一
三
八

五
年
に
は
弟
フ
ワ
ン
が
ア
ル
ジ
ュ
バ
ロ
タ
で
戦
死
し
、
彼
の
所
領
で
あ
っ
た

サ
ソ
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
・
デ
・
ラ
・
カ
ル
サ
ダ
な
ど
の
村
落
を
得
た
。
　
一
三
九

〇
年
に
フ
ワ
ソ
一
世
が
他
界
し
、
幼
少
の
エ
ン
リ
ケ
三
世
が
国
王
位
に
詠
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
ゼ
ホ
リ
デ
コ
レ
ヘ
ン
シ
ア

た
が
、
こ
の
時
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
は
摂
政
会
議
の
一
員
と
な
り
、

そ
の
政
治
的
地
位
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
た
。
＝
二
九
一
年
、
ビ
リ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

バ
・
デ
・
ロ
サ
を
王
室
に
返
還
し
た
代
償
に
ク
リ
エ
ル
、
＝
二
九
三
年
に
は

バ
ニ
ョ
ス
・
デ
・
リ
オ
・
ト
バ
、
バ
ダ
ラ
ゴ
、
ボ
ド
ソ
の
三
村
落
を
エ
ン
リ

ケ
三
世
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
に
イ
サ
ベ
ル
・
フ
ェ
ル
ナ
γ
デ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

・
デ
・
バ
ル
ガ
ス
か
ら
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
と
ラ
・
フ
ィ
ゲ
ラ
を
購
入
し
た
。

次
い
で
一
三
九
四
年
、
エ
ン
リ
ケ
三
世
か
ら
エ
ン
シ
ー
ナ
ス
と
ピ
リ
ャ
コ
ナ

ン
シ
オ
、
九
五
年
に
は
フ
リ
ー
ア
ス
と
ペ
ス
ケ
ラ
を
譲
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、

翌
年
に
フ
リ
ー
ア
ス
の
返
還
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
代
償
に
ベ
ハ
ル
（
属
村
を

　
　
　
　
　
　
⑧

含
む
）
を
獲
得
し
た
。
ベ
ハ
ル
は
サ
ラ
マ
ソ
カ
地
方
に
お
け
る
ス
ト
ゥ
ニ
が

家
の
中
心
と
な
る
。
こ
の
時
期
は
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
に
と
っ
て
絶
頂
期
で

　
　
　
　
　
　
　
　
7
ス
テ
ィ
シ
ア
ニ
曇
ー
ル
　
⑨

あ
り
、
一
三
九
五
年
の
司
法
長
官
就
任
は
そ
の
象
徴
的
出
来
事
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
大
き
な
政
治
的
権
力
を
背
景
に
所
領
獲
得
を
推
進
し
て
行
く
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
リ
【
ノ
．
マ
〒
ル
⑩

ら
に
、
一
三
九
七
年
に
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
の
地
方
長
官
、
一
四
〇
一
年
に

ア
ル
グ
ワ
シ
ル
・
芸
ー
ル
⑧

警
吏
長
官
の
職
を
兼
ね
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
p
ペ
ス
は
、
シ
ア
ド
ソ
チ
ャ
、

ア
シ
ー
ナ
ス
、
キ
ソ
タ
ニ
ー
リ
ャ
・
デ
・
ム
ニ
ョ
ペ
ド
ロ
、
ウ
ェ
ル
カ
ー
ノ

ス
、
バ
ニ
ョ
ス
、
ボ
バ
デ
ィ
ー
リ
ャ
を
購
入
し
て
所
領
の
一
円
化
を
図
っ
て

　
⑫

い
る
。
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
に
お
い
て
も
、
　
一
三
八
八
－
一
四
〇
一
年
の
間
に
セ

ビ
ー
リ
ャ
市
内
の
数
多
く
の
不
動
産
、
セ
ビ
ー
リ
ャ
近
郊
の
ラ
・
ア
ル
ガ
バ
、

チ
ー
リ
ャ
ス
、
ガ
ト
ス
、
パ
レ
ン
シ
ー
ナ
、
パ
テ
ル
ナ
、
ガ
ル
チ
ェ
ナ
、
ギ

リ
エ
ー
ナ
、
ブ
リ
ャ
ー
ナ
に
広
大
な
農
牧
地
を
獲
得
し
た
。
そ
の
う
え
、
ヒ

ブ
ラ
レ
オ
ン
、
パ
ロ
ス
、
ビ
リ
ャ
ル
バ
・
デ
ル
・
ア
ル
コ
ル
、
オ
ル
ベ
ラ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

所
領
を
購
入
も
し
く
は
嫁
資
と
し
て
入
手
し
た
。
ま
た
、
テ
ィ
エ
ラ
・
デ
・

カ
ン
ボ
ス
に
お
け
る
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
駈
領
で
あ
る
ビ
リ
ャ
バ
ケ
リ
ソ
、
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

リ
ャ
バ
ニ
ェ
ス
、
サ
ソ
・
ミ
リ
ャ
ソ
お
よ
び
ペ
ス
ケ
ラ
・
デ
ル
・
ド
ゥ
エ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
カ
イ
デ
イ
ア

は
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
嶽
ペ
ス
が
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
城
の
城
代
職
と
ペ
ニ
ャ
フ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

エ
ル
主
席
司
祭
管
区
内
の
テ
ル
シ
ア
徴
収
権
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
揺

ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

　
一
四
〇
六
年
頃
に
は
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
は
リ
オ
ハ
地
方
か
ら
ブ
ル
ゴ
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ス
、
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
、
サ
ラ
マ
ン
カ
の
諸
地
域
を
通
っ
て
エ
ス
ト
レ
マ
ド

ゥ
ー
う
お
よ
び
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
に
ま
た
が
る
広
大
な
所
領
群
を
所
有
す
る
に

至
っ
た
。
彼
の
生
涯
は
ま
さ
に
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
前
期
に
お
け
る
領
主
権
力

形
成
の
血
ハ
型
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
は
家
産
に
マ
ヨ

ラ
ス
ゴ
を
設
定
し
、
嫡
子
ペ
ド
ロ
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
主
要
な
所
領
を
継
承

す
る
こ
と
に
な
る
（
一
三
九
七
年
に
設
定
し
、
一
四
〇
一
年
に
国
王
の
承
認

を
得
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ス
テ
イ
シ
ア
コ
マ

　
一
四
一
七
年
に
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
の
後
を
継
い
だ
ペ
ド
ロ
も
司
法
畏

コ
エ
ル

官
と
し
て
フ
ワ
ソ
ニ
世
に
仕
え
た
。
フ
ワ
ソ
ニ
世
の
時
代
は
、
寵
臣
ア
ル
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ロ
・
デ
・
ル
ナ
が
代
弁
す
る
王
権
と
王
族
貴
族
で
あ
る
ア
ラ
ゴ
ン
の
王
子
達
、

そ
れ
に
カ
ス
テ
ィ
；
リ
ャ
の
少
数
上
級
貴
族
層
の
三
者
が
絶
え
ず
同
盟
や
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

反
を
繰
り
返
し
、
複
雑
な
内
戦
状
態
に
あ
っ
た
。
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ス
ト
ゥ
ニ

ガ
も
少
数
上
級
貴
族
の
利
害
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
っ
た
。
一
四
一
八
年
に

カ
ニ
ー
リ
ャ
ス
、
一
四
二
二
年
に
カ
ン
デ
ラ
ー
ダ
、
一
四
二
五
年
に
グ
ス
マ
ソ

を
獲
得
し
た
ペ
ド
ロ
は
、
ア
ル
バ
ロ
・
デ
・
ル
ナ
と
共
に
ア
ラ
．
コ
ソ
の
王
子

エ
ン
リ
ケ
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
侵
攻
を
防
い
だ
功
績
に
よ
リ
フ
ワ
ン
ニ
世
か

ら
厨
領
と
し
て
レ
デ
入
マ
を
下
賜
さ
れ
、
同
時
に
伯
爵
位
を
得
て
名
実
と
も

に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
大
貴
族
の
一
員
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ペ
ロ
・
マ
ン
リ

ケ
の
投
獄
を
め
ぐ
っ
て
ア
ル
パ
ロ
・
デ
・
ル
ナ
と
ペ
ド
糧
を
は
じ
め
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

反
ル
ナ
派
の
貴
族
と
の
問
に
対
立
が
生
じ
、
一
四
四
一
年
に
は
内
戦
に
ま
で

発
展
し
た
。
そ
の
間
、
ペ
ド
μ
は
一
四
四
〇
年
に
レ
デ
ス
マ
を
ア
ラ
ゴ
ン
王

子
エ
ン
リ
ケ
に
返
還
す
る
代
償
と
し
て
フ
ワ
ソ
ニ
世
か
ら
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ

　
　
　
　
　
⑲

を
下
賜
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ル
ヒ
…
リ
ョ
の
住
民
は
ト
ゥ
ル
ビ
…
リ
ョ

が
王
領
地
で
な
く
な
る
の
を
嫌
い
ス
ト
ゥ
一
一
が
家
の
支
配
に
激
し
く
抵
抗
し

た
。
ペ
ド
ロ
は
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ
を
王
室
に
返
還
し
、
代
わ
り
に
王
妃
の
所

領
で
あ
っ
た
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
（
町
村
を
含
む
）
お
よ
び
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
伯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

称
号
を
獲
得
し
た
（
一
四
四
二
年
）
。

　
一
四
五
三
年
に
ペ
ド
ロ
が
他
界
し
、
嫡
子
ア
ル
バ
ロ
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の

家
産
を
相
続
し
た
。
ア
ル
パ
ロ
が
仕
え
た
エ
ン
リ
ケ
柵
戸
の
時
代
は
、
大
貴

族
間
で
私
的
同
盟
関
係
が
頻
繁
に
結
ば
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、

新
た
に
レ
デ
ス
マ
伯
と
な
っ
た
ベ
ル
ト
ラ
ソ
・
デ
・
ラ
・
ク
エ
バ
と
ビ
リ
ェ

ナ
侯
フ
ワ
ン
・
パ
チ
ェ
コ
が
派
閥
を
形
成
し
て
い
た
。
ア
ル
バ
ロ
は
レ
デ
ス

マ
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ト
ラ
ソ
・
デ
・
ラ
・
ク
エ
パ
と
の
対
立
か
ら
パ
チ
ェ
コ
派

に
組
し
て
い
た
。
　
一
方
、
弟
の
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
ス
ト
ゥ
ニ
ガ
は
一
四
五
八

年
に
エ
ン
リ
ケ
四
世
に
よ
り
ミ
ラ
ソ
ダ
伯
に
叙
さ
れ
る
と
と
も
に
、
パ
ロ
ス

を
所
領
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
。
一
四
六
五
年
、
王
女
フ
ワ
ナ
の
誕
生
を
契
機

に
王
位
継
承
問
題
が
生
じ
、
貴
族
達
は
エ
ン
リ
ケ
今
世
の
異
母
弟
ア
ル
フ
ォ

ン
ソ
親
王
を
王
位
継
承
者
に
擁
立
し
て
エ
ン
リ
ケ
四
千
に
対
し
反
乱
を
起
こ

　
⑳

し
た
。
ビ
リ
ェ
ナ
侯
と
行
動
を
共
に
し
た
ア
ル
バ
露
も
反
乱
に
参
加
し
、
彼

の
本
拠
地
で
あ
っ
た
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
親
王
側
の
堅
固
な
砦
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と
し
て
の
役
捌
を
果
し
た
。
そ
の
聞
に
、
ア
ル
バ
ロ
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
親
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
ら
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ
の
譲
渡
を
受
け
た
。
し
か
し
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
の
死

後
、
イ
サ
ベ
ル
王
女
が
王
位
継
承
問
題
に
介
入
し
た
た
め
ビ
リ
ェ
ナ
侯
と
訣

を
分
か
ち
、
エ
ン
リ
ケ
四
世
支
持
に
ま
わ
っ
た
。
国
王
は
ア
ル
バ
ロ
に
対
し

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
親
王
に
よ
る
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ
の
譲
渡
を
追
認
す
る
が
、
ト

ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ
の
住
民
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
支
配
に
対
し
再
び
激
し
く
抵
抗

　
⑳

し
た
。
ア
ル
バ
ロ
は
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
リ
ョ
を
王
室
に
返
還
し
、
代
っ
て
ア
レ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ロ
お
よ
び
ア
レ
バ
ロ
公
の
称
号
を
獲
得
し
た
。
一
方
、
ア
ル
バ
ロ
の
子
フ
ワ

ソ
は
エ
ン
リ
ケ
二
世
に
よ
り
ア
ル
カ
ソ
タ
ラ
騎
士
國
長
に
任
じ
ら
れ
た
。
一

四
七
四
年
に
エ
ン
リ
ケ
四
世
が
他
界
し
た
後
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
始
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
内
戦
で
は
、
ア
ル
バ
ロ
は
フ
ワ
ナ
女
王
（
ラ
・
ベ
ル
ト
ラ
ネ
ハ
）
と
ポ
ル

ト
ガ
ル
王
ア
フ
ォ
ン
ソ
五
帝
を
支
持
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
ア
フ
ォ
ソ
ソ
は

一
四
七
五
年
に
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
で
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
国
王
と
し
て
即
位
宣
言

を
行
っ
た
。
前
年
の
一
四
七
四
年
に
セ
ゴ
ビ
ア
で
即
位
し
て
い
た
イ
サ
ベ
ル

女
王
は
ア
ル
パ
ロ
・
デ
・
ス
ト
ゥ
ニ
ガ
を
反
乱
者
と
み
な
し
、
彼
が
エ
ン
リ

ケ
四
世
か
ら
得
て
い
た
マ
ヨ
ラ
ス
ゴ
の
任
意
設
定
権
を
剥
奪
し
た
（
一
四
七

六
年
）
。
し
か
し
、
イ
サ
ベ
ル
は
自
分
に
忠
誠
を
尽
し
て
い
た
ア
ル
パ
ロ
の

子
ペ
ド
ロ
に
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
家
産
を
継
承
さ
せ
、
同
時
に
フ
ワ
ン
・
デ
・

ス
ト
ゥ
ニ
ガ
の
ア
ル
カ
ン
タ
ラ
騎
士
団
長
の
地
位
を
確
認
し
た
。
ペ
ド
ロ
と

ア
ル
バ
ロ
（
同
名
の
ア
ル
バ
ロ
の
子
）
の
兄
弟
は
父
ア
ル
パ
ロ
と
カ
ト
リ
ッ

1
男

一
男

1
女

l　　i
女　フワソ
　　　　アルカンタラ騎士団長

ストゥニが家の系図

　　ディエゴ・ロペス
　　　　　L
　　　イ豹編圭スTフワナ’デ’　”“　Pスコ

　　　1
イニゴ・オルティス・エル・モソ
　　　カスタニャレス領主
　　　1

　　フワン

　　　t
ディエゴ・ロペス
　　　司法長官
　　　カピーリャ領主
　　　ブルギーリョス領主
　　　［

　E
ペドロ
　プラセソシア伯
　レデスマ伯

1

］
男

1

男

1

男

1

男

アルノミロ

　　プラセソシア公伯
　　ベハル公
　　1

　　　
ぜ　　　　　　　　　ギ

アイエコ
　　ミランダ伯

f

女

　　　　　　　　F　　l　　l　　l　l　　gl　　l　　l

女女ペドロ男女男男アルバロ女
1　1　1
女ペドロ男1

一
女

一
女1

女

一
女

一
女

一
男

一
男

　　t

アルノミロ

　ベハル公
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ストウニが家の所領獲得過程

イニゴ・オルティス

イニゴ・オルティス
．（エル・モソ）

ディエゴ・ロペス

ペドロ

ディエゴ

アルバロ（1世）

所 領 名 1
獲得理由

アソフラ（1355）

カスタ＝ヤレメ・デ・リオハ（1369）

！ミニャーレス（1377）

モラル・デ・ラ・レイナ（1379）

カピーリャ（1382）

ウルベル
サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ（1385）

クリエル（139工）

バニaス・デ・リオ・トバ（1393）

バダラゴ（1393）

ボドソ（1393）

ブルギーリョス（1393）

ラ・フィゲラ（1393）

エソシーナス（1394）

ビリャコナンシオ（工394）

ペスケラ・デル・ドゥエロ（1395）

プリPtアス（工395）

ベハル（1396）

シアドンチァ（1398）

アシーナス

キンタニーリヤ・デ・ムニョペドロ

ウェルカーノス

ノミニaス

ボバディーリャ
ビリ　ャノミニェス　 （1406）

サン・ミリャソ（1406）

ビリャバケリソ（1406）

ペニヤフイエル城代職（1419）

ヒブラレオン

パPtス

ビジャルバ・デル・アルコル

オルベラ

ラ・アルガバ　他

カニーリャス（1418）

カンデラーダ（1422）

グスマン（1425）

レデスマ（1431）

トゥルヒーリョ　（144G）

プラセンシア（1442）

ミラソダ（1458）

ノくロス　　（1458）

トゥルヒーリョ　（1465）

アレバロ（1469）

アレバロ返還（1480）

プラセンシア返還（1488）

ペドP1世の譲与

＝ンリケ2世

tt

tt

購入
tt

フワソ・デ・ストウ＝かより

　相続

ビリャルバ・デ・ロサと交換

エンリケ3世
tr

〃（1402年売却）

購入

〃（1401年売却）

エンリケ3世
tt

’ノ

tt

フリーアスと交換

購入
tt

tt

’ノ

tt

tt

嫁資
lt

tr

フワン2世

購入または嫁資
tt

tt

購入
II

Ir

フワソ2世
レデスマと交換

トゥルヒーリョと交換

エンリケ4世
ディエゴ・ロペス・デ・ス

　トゥニガより相続

アルフォンソ親王

トゥルヒーリnと交換

イサベル1世
tt
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ク
両
王
と
の
関
係
の
修
復
に
尽
力
し
、
そ
の
結
果
、
一
四
七
六
年
四
月
に
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ド
リ
ガ
ル
で
の
コ
ル
テ
ス
に
お
い
て
両
者
の
間
に
和
睦
協
定
が
結
ば
れ
た
。

　
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
は
一
四
八
○
年
に
一
四
六
四
年
以
降
に
な
さ

れ
た
《
恩
寵
》
の
無
効
を
宣
言
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
は
ア
レ

バ
ロ
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
、
ベ
ハ
ル
、
ヒ
ブ
ラ
レ
オ

ソ
、
カ
ル
タ
ヤ
、
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
、
ク
リ
エ
ル
、
カ
ピ
ー
リ
ャ
、
等
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

領
の
安
堵
を
イ
サ
ベ
ル
女
王
か
ら
と
り
つ
け
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
ス
ト
ゥ

ニ
が
家
は
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
公
を
称
し
、
バ
ニ
ャ
ー
レ
ス
伯
の
称
号
も
獲
得
し

た
。
し
か
し
、
ペ
ド
ロ
の
死
（
一
四
八
六
年
）
に
際
し
て
、
ペ
ド
ロ
の
嫡
子

ア
ル
パ
ロ
と
ペ
ド
ロ
の
弟
フ
ワ
ン
と
の
間
に
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
家
産
を
め
ぐ

っ
て
相
続
争
い
が
生
じ
た
。
こ
の
争
い
は
、
ア
ル
バ
ロ
の
祖
父
で
あ
り
、
フ

ワ
ン
の
父
で
あ
る
ア
ル
バ
ロ
の
死
（
一
四
八
八
年
）
を
契
機
に
激
化
し
、
そ

れ
に
乗
じ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
両
年
は
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
を
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
家
産

か
ら
は
ず
し
て
王
室
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
結
局
、
ペ
ド
ロ
の

嫡
子
ア
ル
バ
ロ
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
を
継
承
し
た
が
、
一
四
八
八
年
以
降
は
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ス
テ
イ
シ
ア
サ
マ
ロ
　
ル

ハ
ル
公
、
ヒ
ブ
ラ
レ
オ
ソ
侯
、
バ
ニ
ャ
ー
レ
ス
伯
、
司
法
長
官
、
カ
ピ
ー

リ
ャ
お
よ
び
ブ
ル
ギ
…
リ
ョ
ス
の
領
主
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ラ
ソ
ヂ
ス
・
デ
。
エ
ス
バ
三
閥
ヤ
⑳

ニ
が
家
は
カ
ル
ロ
ス
一
世
の
時
代
に
《
ス
ペ
イ
ン
の
大
貴
族
》
の
称
号
を
受

け
、
以
後
、
パ
プ
ス
ブ
ル
グ
朝
期
を
通
じ
て
宮
廷
内
で
重
要
な
役
割
を
果
す

こ
と
に
な
る
。

①
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
｛
○
世
の
第
一
子
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の
遺
児
ラ
・
セ
ル
ダ
の
王
子

　
達
（
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
と
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
）
と
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
〇
世
の
次
男
サ
ン

　
チ
ョ
（
後
の
サ
ン
チ
ョ
四
世
）
と
の
間
に
生
じ
た
王
位
継
承
権
を
め
ぐ
る
争
い

　
で
、
こ
の
年
に
サ
ソ
チ
ョ
が
セ
ゴ
ビ
ア
で
の
コ
ル
テ
ス
に
お
い
て
国
王
と
し
て
承

　
　
　
　
　
ツ
ヰ
テ
コ
パ
ル
ヂ
イ
　
ダ
ス

　
認
さ
れ
た
。
七
部
法
典
に
従
え
ば
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
〇
世
の
長
男
の
子
で
あ

　
る
ラ
・
セ
ル
ダ
の
王
子
達
が
王
位
継
承
権
を
有
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は

　
ま
だ
こ
の
ロ
ー
マ
法
的
慣
習
は
定
着
し
て
お
ら
ず
、
一
二
八
四
年
の
ア
ル
フ
ォ
ン

　
ソ
一
〇
世
の
死
に
際
し
て
は
、
従
来
の
ゲ
ル
マ
ン
的
慣
習
に
従
っ
て
サ
ソ
チ
ョ
が

　
国
王
位
に
就
い
た
。

②
　
国
①
巴
〉
畠
α
o
巴
¢
儒
¢
訂
国
貯
け
。
鳳
ρ
O
o
δ
8
ま
嵩
ω
繊
欝
鷲
望
O
塁
鐸
。
窯
9

　
0
。
噛
胤
．
嵩
。
。
1
嶺
Φ
㌧
9
け
■
娼
。
畦
竃
勲
弓
蜀
い
覧
B
O
Φ
＜
韓
巴
0
9
。
n
b
、
、
い
。
ω
M
。
。
仲
蔚

　
巳
σ
q
曾
い
ρ
需
き
ヰ
9
0
δ
コ
①
μ
O
霧
箪
す
α
①
舞
ロ
に
コ
a
①
島
①
一
麟
き
巳
①
魅
．
、
、

　
〉
唱
曾
a
8
傷
o
g
ぎ
⑦
三
巴
押
O
臼
ミ
織
ミ
§
恥
§
韓
無
ミ
詳
Φ
い
お
誤
、
や
も
。
鳥
■

③
》
唇
賦
く
。
瞑
訪
容
『
8
0
冥
霧
凶
。
昌
巴
（
以
下
鋭
嵩
■
ズ
．
ソ
ω
①
8
ま
鵠
鳥
①
O
ω
穏
一
・
p

　
o
p
『
や
α
鮮
閉
。
．
c
Q
噂
9
ρ
℃
o
境
き
凡
糺
こ
や
ω
器
■

④
　
〉
噛
鵠
．
累
こ
○
。
。
口
輪
斜
8
戦
℃
．
窃
、
Z
o
．
ご
。
碧
℃
’
Q
。
㌧
累
9
邸
9
＄
ぞ
．
δ
”
翼
ρ

　
G
。
㌧
9
戸
娼
。
戦
竃
■
〉
・
U
㊤
α
Φ
δ
ρ
自
Φ
鶏
α
P
、
．
濁
Φ
暮
霧
0
9
益
巴
。
ω
o
詳
コ
與
。
n
o
㌣

　
o
貯
（
＝
鰹
∴
蒔
Q
。
Q
o
）
．
、
”
霞
。
ミ
§
ミ
．
偽
a
旨
絵
さ
ミ
籍
卜
自
ミ
曳
ミ
■
団
怨
（
ミ
8
§
一

　
ミ
§
ミ
塁
、
N
四
冨
α
q
o
N
P
お
刈
8
ワ
b
。
ω
¢

⑤
〉
．
犀
翠
㌧
○
ω
琶
p
＄
愚
．
9
翼
。
■
置
嚇
8
弓
■
ド
9
Z
9
陀
嚇
δ
σ
q
■
ω
卜
。
⊆
。
歯
㌧

　
ぼ
。
．
Q
。
噛
9
戸
℃
o
騰
き
ミ
こ
℃
．
卜
σ
ω
①
．

⑥
〉
．
第
塁
O
ω
雪
2
冨
α
q
・
ω
謡
、
宏
。
■
押
鼠
堂
℃
o
ワ
さ
ミ
■
矯
℃
．
卜
。
ω
①
■
及
び
。
搾
．

　
℃
o
噌
国
賦
ω
ρ
O
鍵
。
凱
影
p
鳥
。
ω
ヨ
ニ
。
。
。
O
”
o
鎮
ε
9
h
馬
恥
粛
、
o
麹
「
ミ
煙
、
封
紹
§
ミ

　
疑
簑
、
㌧
艶
・
ミ
・
筆
勢
湿
土
〔
三
＝
ヨ
、
ε
Q
。
押
マ
♂
吊

⑦
〉
．
鍔
零
噛
○
。
・
∈
5
写
σ
蔓
・
器
O
層
2
ρ
。
。
”
。
誉
零
憎
き
ミ
”
マ
♂
■

⑧
　
同
時
に
、
エ
ン
リ
ケ
三
世
は
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
に
対
し
、
ベ
ハ
ル
に
お
け
る

　
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
任
命
権
を
与
え
た
。
〉
■
寓
．
影
・
”
○
。
。
讐
μ
ρ
　
8
壱
．
命
　
累
9
　
。
。
一
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o
碧
℃
．
も
Q
P
ズ
9
置
讐
9
戸
℃
o
『
画
ミ
職
．
讐
ワ
刈
S

⑨
　
〉
■
頃
■
匿
こ
O
鐙
コ
ρ
o
鍵
℃
．
ω
Q
。
㌧
累
9
＝
℃
o
一
ρ
も
。
『
o
賢
9
勝
（
国
一
ω
茜
δ

　
×
＜
o
P
：
）
㌧
や
圃
①
．

⑩
〉
．
担
客
、
○
。
。
旨
ρ
8
愚
．
ω
。
。
魑
宕
。
払
Φ
し
メ
。
搾
・
唱
。
属
§
3
ワ
刈
①
．

⑪
　
〉
■
国
マ
劉
こ
○
ω
自
嵩
P
o
實
℃
■
企
一
8
0
ぱ
．
b
o
噌
魯
ミ
こ
や
刈
ρ

⑫
　
フ
ワ
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
モ
ン
テ
マ
ヨ
ー
ル
か
ら
購
入
し
、
こ
れ
に

　
よ
り
リ
オ
ハ
地
方
に
お
け
る
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
所
領
が
確
立
さ
れ
た
。
峯
俘
①

　
閃
霞
虚
飾
嵩
ユ
ゆ
N
㌧
丙
｛
肉
㊤
O
ミ
“
と
討
§
ミ
謡
。
ミ
電
器
馬
謡
G
伊
里
無
ミ
O
ミ
。
肉
§
蔑
禽
鳶

　
N
N
N
（
鳳
Q
℃
q
I
鳳
虹
O
q
）
、
＜
9
貯
O
o
嵩
9
這
①
Q
Q
、
や
峯
O
■

⑱
い
器
。
δ
ρ
器
鴇
α
ρ
9
｝
憶
。
や
。
霊
（
閑
。
葺
器
8
a
㊤
一
①
ω
窪
コ
器
⑦
亭

　
o
貯
…
y
娼
．
昏
。
ω
メ
　
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
に
お
け
る
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
所
領
形
成
に
関
ハ

　
し
て
は
、
り
巴
醇
o
ρ
器
ω
p
α
ρ
ぞ
同
．
〉
圏
”
．
、
い
。
ω
ω
o
訟
o
H
霧
創
o
O
ぴ
旨
δ
ひ
コ
、
．
℃

　
9
ミ
蹴
ミ
§
恥
§
ミ
無
ミ
賞
8
一
箋
8
等
．
ω
ω
あ
μ
を
参
照
。

⑭
　
こ
れ
ら
の
村
落
は
フ
ワ
ナ
・
ガ
ル
シ
ア
・
デ
・
レ
イ
バ
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
ス

　
ト
ゥ
ユ
が
家
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
（
一
四
〇
六
年
）
。
知
。
巴
＞
8
島
Φ
ヨ
㌶
ユ
①

　
言
譲
鉾
8
犠
F
O
9
①
8
δ
嵩
ω
巴
9
因
㊤
び
剴
ア
b
Q
g
h
ω
．
一
Φ
O
I
切
り
ω
、
o
置
．
℃
O
吋
ン
出
葺
O

　
男
巽
p
勘
邑
①
N
㌧
国
こ
肉
§
驚
臨
職
警
畑
：
こ
や
一
2
■

⑮
〉
．
国
．
圏
‘
○
釜
§
、
。
胃
喝
』
。
。
、
裟
p
長
蚤
皇
叶
．
℃
。
『
愚
．
ミ
気
嚢
ω
哩
。

　
×
＜
①
コ
零
落
ω
①
口
。
貯
）
㌧
ワ
『
9

⑯
　
ア
ン
チ
ケ
ラ
の
フ
ェ
ル
ナ
ソ
ド
（
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
一
世
）
の
三
人

目
の
王
子
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
（
ア
ラ
ゴ
ン
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
五
世
麻
見
容
王
）
、
フ
ワ
ン

　
（
ナ
バ
ラ
王
、
後
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ワ
ソ
ニ
世
、
カ
ス
テ
ィ
…
リ
ャ
王
國
内
で
は

　
ペ
ニ
や
フ
ィ
エ
ル
公
、
マ
ヨ
ル
が
伯
）
、
エ
ン
リ
ケ
（
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
騎
士
団
長
）

　
を
指
す
。

⑰
詳
細
は
、
o
り
二
母
。
N
蒙
；
…
ぢ
（
［
窒
、
唄
一
、
愚
’
ミ
．
（
Z
。
三
。
舜
k
ン
画
9
≦
三
三
9

　
…
）
”
℃
℃
．
旨
O
b
。
ム
遷
．
を
参
照
。

⑱
譲
話
瞭
α
o
Ω
5
N
ヨ
雪
”
9
含
篤
ミ
§
、
脚
§
ζ
ト
切
封
』
こ
①
。
。
、
や
ま
ρ

⑲
評
忌
。
9
艮
ぎ
α
巳
出
き
け
。
㌧
9
9
§
§
、
ぎ
N
§
＆
壕
。
§
》
§
き

　
や
G
。
α
ω
．

⑳
〉
’
卑
冥
‘
○
。
。
旨
ρ
冨
σ
q
．
8
P
ぼ
。
．
γ
。
搾
℃
。
吋
愚
■
ミ
．
（
国
一
ω
凶
α
q
δ
×
＜

　
①
p
℃
㌶
。
。
¢
口
。
貯
●
：
y
℃
■
刈
ρ

⑳
　
ア
ビ
ラ
に
集
結
し
た
反
エ
ン
リ
ケ
四
白
派
の
貴
族
が
エ
ン
リ
ケ
隔
世
に
み
た
て

　
た
像
か
ら
王
権
の
象
徴
で
あ
る
王
冠
、
王
剣
、
王
杖
を
奪
い
取
り
、
そ
の
挙
句
に

　
国
王
の
像
を
打
ち
壊
し
て
、
新
た
に
二
王
の
異
母
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
を
国
王
と
し

　
て
擁
立
し
た
。
所
謂
「
ア
ビ
ラ
の
三
文
芝
居
」
と
呼
ば
れ
る
華
件
で
あ
る
。
エ
ソ

　
リ
ケ
四
世
期
の
貴
族
派
閥
に
関
し
て
は
、
＜
巴
く
p
δ
ぞ
冨
。
，
ρ
蜜
震
貯
密
p
σ
巴

　
鳥
①
剖
、
．
ビ
O
ω
σ
即
昌
O
O
o
α
ロ
O
σ
一
＝
騨
ほ
O
ω
篇
q
目
P
コ
叶
①
　
O
一
同
①
瞥
峯
α
O
　
α
Φ
団
昌
二
ρ
自
①

　
囲
＜
”
、
”
ミ
愚
§
萱
お
ρ
二
胡
℃
署
』
お
歯
り
ω
．
を
参
照
。

＠
　
〉
．
腰
．
以
こ
○
ω
自
コ
ρ
δ
σ
q
■
も
Q
ド
幽
讐
ぼ
。
．
一
〇
〇
歯
O
㌧
9
け
．
℃
o
『
o
賢
職
栖
（
尺
一
〇
。
面
δ

　
×
＜
㊦
詳
℃
冨
。
o
①
旨
。
貯
…
）
”
や
Q
O
G
o
■

③
　
こ
れ
に
よ
り
エ
ン
リ
ケ
四
馬
か
ら
一
四
五
七
年
に
マ
ヨ
ラ
ス
ゴ
の
任
意
設
定
権

　
を
獲
得
し
た
。
〉
．
匡
．
客
、
○
ω
E
り
P
一
①
σ
q
．
ω
O
O
殉
翼
ρ
α
鼠
昏
ミ
‘
℃
・
。
。
G
。
■

⑳
＜
撃
・
匡
9
口
】
W
9
2
奮
ρ
旨
自
象
賢
ミ
§
＆
巳
8
職
ミ
塁
§
匙
ミ
ぎ
§

　
G
亀
箋
畿
ミ
ミ
四
ご
騎
亀
偽
、
o
動
麹
賊
唄
壕
較
ヌ
寓
即
色
多
量
6
団
窃
嚇
く
即
一
く
巴
（
鴛
註
①
ω
o
、

　
竃
避
困
ω
ρ
σ
鉱
α
O
ご
、
、
男
O
ω
冨
件
Φ
嵩
9
騨
餌
一
山
O
ヨ
一
一
昌
O
　
o
o
O
帥
〇
二
P
入
牢
β
μ
，
2
ロ
仲
①
δ
o
◎

　
巳
賦
湯
O
m
ρ
訟
O
ω
⊆
巴
器
貯
即
O
O
匹
①
国
鵠
二
ρ
ロ
O
H
＜
”
、
隔
ミ
魯
ミ
斜
3
嵩
①
㌧
一
㊤
日
晶
」

　
で
ワ
α
ω
山
O
心
．

㊧
〉
．
同
母
Z
こ
9
琶
p
冨
σ
q
■
も
。
0
9
冥
。
」
℃
。
霊
唱
。
八
号
．
ミ
・
（
田
ω
哩
。
×
＜

　
①
コ
争
訟
の
Φ
鵠
。
貯
…
ソ
℃
・
o
◎
心
■

⑳
　
エ
ン
リ
ケ
四
八
の
王
妃
フ
ワ
ナ
・
デ
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
寵
臣
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
デ

　
・
ラ
・
ク
エ
バ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
啄
さ
れ
、
そ
の
董
位
継
承
権
の
正
統
性
に

　
対
す
る
疑
聞
は
イ
サ
ベ
ル
派
に
と
っ
て
恰
好
の
攻
撃
材
料
と
な
っ
て
い
た
。

⑳
　
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
の
と
っ
た
貴
族
政
策
は
、
反
対
派
貴
族
の
処
罰
を
極
力
避

　
け
、
彼
ら
の
経
済
的
、
社
会
的
基
盤
を
崩
す
こ
と
な
く
王
領
地
な
ら
び
に
王
国
内
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月
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一五世紀カスティーリャ王国における世俗領主収入と王権（大内）

　
の
秩
序
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
既
成
の
費
族
間

　
同
盟
を
打
破
し
、
以
後
、
新
た
な
貴
族
間
同
盟
を
防
止
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
っ

　
た
。
ω
蝕
き
N
男
〇
三
雪
鳥
。
撃
囲
㍉
‘
o
㌧
．
亀
“
．
二
）
．
N
の
b
。
■

⑳
〉
．
麟
客
㌧
O
ω
言
騨
し
。
σ
q
■
b
。
↓
P
影
ρ
。
。
㌧
簿
噛
℃
霞
魯
■
ミ
’
（
田
。
。
屯
。
×
＜

　
魯
コ
p
器
二
一
p
…
）
殉
や
◎
。
伊

⑱
〉
．
山
脚
‘
○
ω
雪
2
｝
⑦
σ
q
．
。
。
属
Z
ρ
μ
。
罫
も
。
こ
守
ミ
‘
や
。
。
α
曾

⑳
　
一
五
二
〇
年
に
カ
ル
ロ
ス
一
世
が
特
に
有
力
な
ス
ペ
イ
ン
大
貴
族
二
五
家
に
与

　
え
た
称
号
で
、
彼
ら
は
ス
ペ
イ
ン
貴
族
の
最
上
層
部
を
形
成
し
て
い
た
。
一
般
の

　
爵
位
貴
族
は
そ
の
下
位
に
位
澱
づ
け
ら
れ
、
《
グ
ラ
ン
デ
ス
・
デ
・
エ
ス
パ
ー
ニ

　
ャ
》
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

ニ
　
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
所
領
と
収
入

　
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
所
領
は
地
理
的
に
四
つ
の
所
領
群
に
分
け
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
㈲
、
ラ
・
リ
ナ
ハ
所
領
群
、
㈲
、
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
所
領
群
、
ω
、

プ
ラ
セ
ン
シ
ア
野
鳥
群
、
⑥
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
所
領
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

他
に
、
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
と
カ
ピ
ー
リ
ャ
の
二
つ
の
所
領
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家

の
広
大
な
所
領
を
形
成
し
て
い
た
（
地
図
参
照
）
。

　
本
章
で
は
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
を
通
し
て
各
所
領
の
特
徴
を
考
察
す

る
。

原収入
村落男il小計

13000m他
50100m　，t

4300mn

53190m　tt

16200m’ノ

　3100m　tt

1　7070　7rn　tt

　741mn

3870em　n

75238m　n

6650m　u

2525m　，t

looOrn　n

1750mn

9000m　tt

5000rn　tt

IOOOm　i1

660495m　n

1166306m　tt

203444mtt

258789m　tt

227073mn

73879rn　，t

273083mn

t10330rn　n

総計

4065124m他

世襲年金 国王官職俸給

①

②

（a） ③

④

⑤ 13200m

⑥

⑦ 165297m

⑧

⑨ ＊2

⑩

⑪

⑫
（b） ⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

（c） ⑱
⑲

⑳

⑳
（
d
） ⑫ 160000m

⑳

⑭

4425m
その他

種類別 342832m 709524m

小 計 他

le7 （259）



そ　の　他

18f　t，　ceb

300m

106p，　g

6275m

17000m

9S72m

6950m

28　9．　50m

120m　tiOg
13flcel　t，　ceb

69467m他
31fic　t，　ceb

皿

十分の一税

56266m

114533m＊i

17835in

250m　50f　t
工70f　ceb

185884m

他

市会収入

20f　t，　ceb

52f，　t，　ceb，

72f　t，　ceb

V　王室　起

アルカバラ

8000m

40100m

3000m

42533m

3000皿

60600rn

2000エn

1200ni

1000m

1400m

417440m

637767m

40500m

79000m

46000m

211833m

4520m

　1599893m
（一　310000

　　　　m＊3）

テルシア

1100m他

38700m他

34604m他
105353m

179757m

　　他

都市特別上納金

3938in

119252m

138526m

36016m

22000m

319732m

＊1……エスクリバニア，アルグワシラスゴも含む。

＊2……テルシアとして記入。

＊3……国王徴税請負人に支払うべき額。
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一五世紀カスティーリャ王国における世俗領主収入と王権（大内）

正裁判権収入
インフルシオン 水鞭用料裟写 マルティニエガ　テ　ラ　ス　ゴ

①
②
、
③
④
⑤

㈲

3f　t，　ceb

3fllc　t　　　95f6c　ceb　他

250rn

7fllc　t　3fllc　ceb

6f8cel　t，　ceb

62f6c　t，　ceb 120m

800m

3287m

⑥
⑦
⑧ 18m　　　　10f　t　　　　16fceb

15f　t，　ceb

45m 3781n

⑨

095
㎞
㎞

11

U2

曲㏄17

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑯
⑯
⑰

㈲

66f　t，　ceb 4000m

700m

　　＠
（c）

　　＠ 4000m

　　　　123fgc　t12600m
　　　　99fsc　ceb
7560m

⑳
⑳
⑳
⑱
⑧

ω

5000m

192f　t

726f　t

その他
398m　85f　t
101f6cel　ceb

　3300m
16f　t，　ceb

種類別　1403m　　106f6cel　t

小計227f7cel　ceb他

12300m他

40f4cel　t

lf6cel　t

1927m腰0器，

　　　38f　t，　ceb

2092m 35015m
12f　cen
38f　t，　ceb

165f7ce｝　t

99fscel　ceb

（PIG8に続く）
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の収入（1454年）

丑裁判権収入
エスクリ
バニア

1700m

1600m

アルグア
シラスゴ

10000m

16・・噌

　　　　
5000mI　1050m
　　　l

3000m

37300rn

2000m

8800m

11850m

学＝ヒ俸給

1300m

モソタスゴ
（ポソタスゴ）

4000m　1

6000m

1200m

1500m

14000m

40179m

6000m

　46179m

（29540m）

ボルタスゴ

3050m

13000m

8100m

24150m

ユダヤ・イス
ラム人頭税

1600m

5100m

zダや人
上納金

200m

200m

500m

150m

2350m

6700m 3400m

一般上納金

4000in

gooom

150m

2000m

6750m

40000rn

80000rn

17845m

5000m

　18700m
40f　t，　ceb

　183445m
40f　t，　ceb
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一五『蹴紀カスティーリャ王圏における世俗領主収入と王権（大内）

表1　15世紀におけるストゥニが家

地名

収入の種類

（a）

①ベラソテビーリャ（Berantevilla）

②ノミニヤーnレス（Bafiares）

③カスタニャレス（Castafiares）

④グラニョン（Grafi6n）

⑥セラトーソ（Cerrat6n）

⑥シアドソチャ（Ciadoncha）

⑦ブルゴス（Burgos）

⑧ウルベル（Urbel）

〈b）

（c）

（d）

1⑨ぺ＝ヤフ、エル（P。fi。fi，1）

⑩クリエル（Curiel）

⑪エソシーナス（Encinas）

＠グスマソ（Guz漁n）

⑬ペスケラ（Pesque「a）
i⑭ビリャコナンシオ（Vill・・。nan・i・）

⑮トラスピネド（Traspinedo）

⑬トゥデラ（Tudela　del　Duero）

⑰バルデアルコス（Valdearcos）

⑱ベハル（B6jar）

⑲プラセソシア（Plasencia）

⑳カピーリャ（Capilla）

⑳ブルギーリ。ス（Burguill・s）

⑳　セピーリャ（Sevilla）

⑬カルタヤ（Cartεしya）

⑳ヒブラレオン（Gibrale6n）

そ　の　他

種類別小計

1土地収入
直営地
収．入

9000m

5000m

4500m

500can

18500m

500can

不動産等賃貸・小作料
（アレソダミエント）

58f3cel　t，　ceb　53can

800rn　36f8cel　t，　ceb，　cen　83can

900m　53f8cel　t，　ceb

84f　t，　ceb　200cftc　n

75f　t，　ceb　180can

2000m　470f　t，　ceb

5500m　143f　t，　ceb

838m

600rn　121fgcel　t 125fgcel　ceb

30f　t，　ceb

350rn　42f　t　46f　ceb

5000m

1000m

12734m　21f　t　121f　cen

131000m　170f　t

21432m

11290m

67073皿

544m

26f　t

60f　t

13f　ceb

1000m

375can
286f3cel　t　278f　ceb

261709m　1677f7cel　t　891can

1413f4cel　ceb　157f8cel　cen

　t・：小麦　　ceb＝大麦　　　　　f＝ファネガ
cen・＝＝ライ麦　　av・＝カラス簑i　cel．　c＝セレミン（1／12f）

　9＝雌鶏　　　P＝雌鶏　　　　　can＝カソタロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　m＝vラベディ
（注）数値が同じ値の揚羽は，繰り返しをさけるため次のよ

　　　うに表示した。

　　　　58f3ce｝　t，　58f3cel　ceb－58f3cel　t，　ceb

（P110に続く）
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領
主
収
入
の
分
類
法
に
関
し
て
は
、
モ
ク
ソ
ー
や
ア
ル
ト
ラ
を
は
じ
め
と

し
て
数
多
く
の
研
究
者
が
収
入
の
起
原
や
性
質
な
ど
に
従
っ
て
区
分
を
試
み

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
分
類
法
は
ス
ペ
イ
ン
各
地
域
間
の
差
異
と
も
あ
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

っ
て
、
複
雑
で
統
一
性
に
欠
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
世
紀
半
ば
の
貴
族
領
主
収
入
は
、
1
、
土
地
収
入
、
丑
、
裁
判
権
収
入
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皿
、
教
会
起
原
収
入
、
W
、
市
会
起
原
収
入
、
V
、
王
室
起
原
収
入
、
の
五

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
土
地
収
入
と
は
、
直
営
地
か
ら
得

ら
れ
る
収
入
と
領
主
所
有
の
様
々
な
不
動
産
（
農
地
、
牧
草
地
、
果
樹
園
や

都
市
内
の
家
屋
、
店
舗
、
倉
庫
な
ど
）
の
小
作
・
賃
貸
料
を
意
味
す
る
。
ま

た
、
裁
判
権
堰
入
の
概
念
は
広
く
、
（
図
－
H
）
、
統
治
行
政
権
に
基
づ
く
収

入
一
人
や
商
品
、
家
畜
に
課
せ
ら
れ
る
種
々
の
通
行
税
（
ボ
ル
タ
ス
ゴ
、

ポ
ソ
タ
ス
ゴ
、
　
モ
ン
タ
ス
ゴ
な
ど
）
、
市
会
役
職
任
命
料
（
エ
ス
ク
リ
バ
ニ

ア
、
ア
ル
グ
ワ
シ
ラ
ス
ゴ
な
ど
）
や
異
教
徒
に
対
す
る
人
頭
税
な
ど
一
、

（
園
I
b
⊃
）
、
狭
義
の
裁
判
に
よ
る
収
入
（
裁
判
の
諸
経
費
や
罰
金
）
、
（
国
1
。
。
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

領
主
・
領
民
関
係
に
基
づ
く
収
入
ー
マ
ル
テ
ィ
ニ
エ
ガ
、
テ
ラ
ス
ゴ
、
イ

　
　
　
　
　
④
　
　
　
ベ
デ
イ
匡
ド

ン
フ
ル
シ
オ
ン
や
一
般
上
納
金
、
水
車
使
用
料
、
賦
役
や
軍
事
的
援
助
、

宿
所
や
食
糧
提
供
の
要
求
な
ど
一
に
区
分
さ
れ
る
。
王
室
起
原
収
入
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
カ
パ
ラ
テ
ル
シ
ア

（
＜
1
同
）
、
国
王
大
権
に
由
来
す
る
収
入
（
商
品
売
買
税
、
三
分
野
一
審
と

べ
デ
イ
ー
ド
ス
・
イ
。
モ
巾
ダ
ス

都
市
特
別
上
納
金
）
と
（
＜
－
b
。
）
、
国
庫
支
出
金
に
よ
る
収
入
（
国
王
官
職

　
　
　
フ
　
ロ
コ
デ
コ
ェ
レ
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ル
セ
　

俸
給
、
世
襲
年
金
お
よ
び
そ
の
他
の
《
恩
寵
》
）
に
分
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
分
類
法
に
従
っ
て
一
五
世
紀
半
ぱ
の
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
を
分
類

　
　
　
　
⑤

す
る
と
表
1
が
得
ら
れ
る
。

　
㈲
　
一
7
・
リ
オ
ハ
所
領
群

　
グ
ラ
ニ
ョ
ソ
、
バ
ニ
ャ
ー
レ
ス
、
バ
ニ
ョ
ス
、
ベ
ラ
ソ
テ
ビ
ー
リ
ャ
、
ウ

ェ
ル
カ
ー
ノ
ス
、
ア
ソ
フ
ラ
、
ア
シ
ー
ナ
ス
、
キ
ン
タ
ニ
ー
リ
ャ
・
デ
・
ヌ

ニ
ョ
ペ
ド
瓢
、
カ
ス
本
州
ャ
レ
ス
、
バ
ニ
ョ
ス
・
デ
・
リ
オ
・
ト
パ
、
ボ
バ

デ
ィ
ー
リ
ャ
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
・
デ
・
ラ
・
カ
ル
サ
ダ
か
ら
成
る
こ
の

所
領
群
は
ナ
バ
ラ
王
国
と
境
を
接
し
て
お
り
、
対
ナ
バ
ラ
外
交
上
重
要
な
役

割
を
果
し
て
い
た
。
外
国
出
身
の
貴
族
を
そ
の
出
身
国
と
の
国
境
に
封
じ
る

と
い
う
政
策
は
ペ
ド
ロ
一
世
お
よ
び
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
歴
代
国
王
を
通
し
て

実
践
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ニ
ゴ

・
オ
ル
テ
ィ
ス
が
対
ナ
バ
ラ
外
交
官
と
し
て
ペ
ド
ロ
一
世
に
仕
え
た
こ
と
は

既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
所
領
群
が
完
成
さ
れ
た
の
は
、
エ
ン
リ
ケ

三
世
の
治
世
の
晩
年
に
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
が
フ
ワ
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

デ
・
モ
ソ
テ
マ
ヨ
ー
ル
か
ら
ア
シ
ー
ナ
ス
、
キ
ン
タ
ニ
ー
リ
ャ
・
デ
・
ム
ニ

ョ
ペ
ド
ロ
、
ウ
ェ
ル
カ
ー
ノ
ス
、
バ
ニ
ョ
ス
を
購
入
し
た
時
で
あ
る
。

　
こ
の
所
領
群
の
特
色
と
し
て
、
土
地
収
入
が
少
な
く
そ
の
大
半
が
小
麦
や

大
麦
、
ブ
ド
ウ
酒
に
よ
る
現
物
納
で
あ
る
こ
と
や
、
裁
判
権
．
収
入
の
う
ち
、

マ
ル
テ
ィ
ニ
エ
ガ
、
ジ
ャ
ン
タ
ー
ル
、
イ
ソ
フ
ル
シ
オ
ン
と
い
っ
た
中
世
盛

期
か
ら
の
領
主
・
領
民
関
係
に
基
づ
く
伝
統
的
な
貢
租
が
比
較
的
多
く
み
ら
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れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
再
植
民
が
早
い
時
期

に
行
な
わ
れ
た
事
実
に
負
っ
て
い
る
。
教
会
起
原
収
入
と
市
会
起
原
収
入
の

占
め
る
割
合
は
皆
無
に
等
し
く
、
裁
判
権
収
入
は
各
所
領
の
収
入
の
約
二
〇

％
、
ア
ル
カ
バ
ラ
に
よ
る
収
入
は
約
八
○
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
。
ラ

・
リ
オ
ハ
所
領
群
か
ら
あ
が
る
収
入
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
全
体
の
三
・

四
％
を
占
め
る
の
み
で
あ
っ
た
。
（
こ
の
数
値
は
金
納
収
入
の
み
を
扱
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
の
で
、
現
物
納
の
マ
ラ
ベ
デ
ィ
換
算
は
行
っ
て
い
な
い
。
以
下
の
数
値
も

同
様
で
あ
る
。
）

　
㈲
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
所
領
群

　
現
在
の
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
県
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
内
で
最
も
セ
ニ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

リ
ア
リ
サ
シ
オ
ン
の
影
響
を
受
け
た
地
域
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
所
領
群
は

グ
ス
マ
ソ
、
ク
リ
エ
ル
、
ペ
ス
ケ
ラ
・
デ
ル
・
ド
ゥ
エ
ロ
、
ビ
リ
ャ
バ
ケ
リ

ソ
、
ビ
リ
ャ
バ
ニ
ェ
ス
、
ト
ゥ
デ
ラ
・
デ
ル
・
ド
ゥ
エ
．
ロ
、
エ
ソ
シ
ー
ナ
ス
、

ビ
リ
ャ
コ
ナ
ソ
シ
オ
か
ら
成
り
、
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
自
体
は
フ
ェ
ル
ナ
ソ
ド

親
王
　
（
後
の
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
一
世
）
、
親
王
の
死
後
は
次
男
の

フ
ワ
ソ
王
子
（
後
の
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ワ
ソ
ニ
世
）
の
所
領
で
あ
っ
た
。
こ
の

地
域
に
お
け
る
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
影
響
力
は
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
が
一
四

一
九
年
に
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
城
の
城
代
職
と
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
主
席
司
祭
管

区
の
テ
ル
シ
ア
徴
収
権
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
増
大
し
た
。

　
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
所
領
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
は
ク
リ
エ
ル
を
除
い
て
比

較
的
小
規
模
で
あ
る
。
特
色
と
し
て
は
、
ラ
・
リ
オ
ハ
所
領
群
と
同
様
、
土

地
収
入
の
占
め
る
割
合
が
小
さ
く
、
王
室
起
原
収
入
（
主
と
し
て
ア
ル
カ
パ

ラ
）
が
約
八
○
％
と
大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
因
に
、

こ
の
所
領
群
が
も
た
ら
す
収
入
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
全
体
の
三
・
五
％

し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
。

　
④
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
所
領
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
と
べ
ハ
ル
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
属
村
か
ら
な
る
こ
の
所
領

群
は
現
在
の
サ
ラ
マ
ソ
カ
県
東
南
部
か
ら
カ
セ
レ
ス
県
北
東
部
に
か
け
て
広

が
り
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
に
と
っ
て
政
治
、
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
セ

ソ
シ
ア
は
レ
ナ
ソ
か
ら
サ
モ
ラ
、
サ
ラ
マ
ソ
カ
、
丁
張
レ
ス
を
経
て
バ
ダ
ホ

ス
も
し
く
は
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
へ
至
る
牧
羊
移
動
路
（
レ
オ
ン
路
）
の
拠

点
で
、
ブ
ル
ゴ
ス
か
ら
バ
レ
ン
シ
ア
、
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
、
　
セ
ゴ
ビ
ア
、

ア
ビ
ラ
を
経
て
ベ
ハ
ル
に
至
る
も
う
一
つ
の
牧
羊
移
動
路
（
セ
ゴ
ビ
ア
路
）

も
さ
ら
に
南
下
し
て
レ
オ
ン
路
と
合
流
し
て
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
に
通
じ
て
い
た

（
地
図
参
照
）
。

　
冬
期
に
エ
ス
ト
レ
マ
ド
ゥ
ー
ラ
や
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
牧
草
を
求
め
て
南
下

す
る
牧
羊
群
の
集
結
地
で
あ
っ
た
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
は
、
こ
の
長
距
離
移
牧
か

ら
様
々
な
形
で
多
大
な
利
益
を
得
て
い
た
。
長
距
離
移
牧
が
大
き
な
利
益
を

生
み
出
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
牧
羊
群
の
通
路
に
あ
た
っ
て
い
た
ト
ゥ
ル
ヒ

ー
リ
ョ
が
ペ
ド
ロ
や
ア
ル
バ
ロ
の
蒔
代
を
通
じ
て
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
所
領
獲
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a）バニャーレスの収入

王室起原収入　800％嵐黙

土地収入1裁判権収入　　　　l

?６％　｝

P　、1ク，エルの取入

§18　3％　　　　　　　　　　　　　　　80　5％

’11％1

、
、

、

、
＼　c）プラセンシアの収入

漣
756％

117％
’
　
1
2
．
7
％
’

’

，
ノ
’
d

ノ

’

　
ノ

’

／　　　d＞ヒブラレオンの収入

144％ ㌔85。6％

グラフ1　起原別収入比較（所領群牙の

得
政
策
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
長
距
離
移
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　
ル
　
タ
　
ス
　
ゴ

に
直
接
関
係
す
る
収
入
と
し
て
は
、
家
畜
通
行
税
と
牧
草
地
賃
貸
料
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
後
者
は
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
で
の
土
地
収
入
の
大
部
分
を
占
め
て
い

た
。
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
で
の
土
地
収
入
は
一
三
万
六
千
マ
ラ
ベ
デ
ィ
で
プ
ラ
セ

ソ
シ
ア
か
ら
あ
が
る
収
入
全
体
の
一
一
・
七
％
を
占
め
て
い
た
（
グ
ラ
フ
ー

参
照
）
。
　
こ
の
額
は
ラ
・
リ
オ
ハ
所
領
群
や
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
所
領
群
の
全

収
入
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
（
収
入
表
1
参
照
）
、
土
地
収
入
の
割
合
が

他
の
所
領
群
と
比
較
し
て
極
め
て
大
き
い
こ
と
は
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
所
領
群
の

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
の
立
地
条
件
を
活
し
て
牧

草
地
経
営
に
成
功
し
た
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
伯
達
の
土
地
経
営
手
腕
の
賜
物
で

　
⑨

あ
る
。

　
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
か
ら
あ
が
る
多
大
な
収
入
の
大
部
分
（
七
五
・
六
％
）
は

他
の
所
領
群
と
同
様
に
ア
ル
カ
バ
ラ
な
ど
の
王
室
起
原
収
入
が
占
め
て
い
た

が
、
こ
れ
も
長
距
離
移
牧
に
よ
る
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
の
繁
栄
、
商
品
流
通
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
伸
展
に
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
因
に
、
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
所
領
群
が
も

た
ら
す
収
入
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
全
体
の
五
〇
％
を
占
め
て
い
た
。

　
㈲
　
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
所
領
群

　
こ
の
所
領
群
は
ヒ
ブ
ラ
ン
オ
ン
、
カ
ル
タ
ヤ
、
パ
ロ
ス
、
ビ
リ
ャ
ル
バ
・

デ
ル
・
ア
ル
コ
ル
、
オ
ル
ベ
ラ
の
所
領
お
よ
び
セ
ビ
ー
リ
ャ
軍
内
の
家
屋
や

近
郊
の
ラ
・
ア
ル
ガ
バ
、
チ
ー
リ
ャ
ス
、
ガ
ト
ス
、
バ
レ
ソ
シ
ー
ナ
、
パ
テ

ル
ナ
、
ギ
リ
ェ
ー
ナ
、
プ
リ
ャ
ー
ナ
の
農
牧
地
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
所
領
群
内
の
所
領
に
関
し
て
は
、
他
の
所
領
群
の
場

合
と
同
様
に
土
地
収
入
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
小
さ
く
、
王
室
起
原
収
入

が
八
○
％
以
上
を
占
め
て
い
た
（
例
え
ば
、
ヒ
ブ
ラ
レ
ナ
ン
で
は
王
室
起
原

収
入
が
八
五
・
六
％
、
裁
判
権
収
入
が
一
四
・
四
％
を
占
め
、
土
地
収
入
は

少
量
の
現
物
納
に
過
ぎ
な
か
っ
た
）
。
た
だ
、
セ
ビ
…
リ
ャ
市
内
や
近
郊
の

不
動
産
（
家
屋
、
果
樹
園
、
牧
草
地
な
ど
）
の
賃
貸
料
、
換
言
す
れ
ば
、
所

領
外
に
有
す
る
不
動
産
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
か
比
較
的
大
き
な
も
の
て
あ
っ

た
こ
と
が
こ
の
所
領
群
の
特
色
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
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所
領
群
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
全
収
入
の
一
四
「
一
％
を

占
め
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
カ
ピ
ー
リ
ャ
と
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
は
所
領
群
を
形
成
し
て
は
い
な
か
っ
た

が
、
や
は
り
長
距
離
移
牧
に
携
わ
っ
て
お
り
比
較
的
規
模
が
大
き
く
、
そ
れ

ら
が
も
た
ら
す
収
入
は
そ
れ
ぞ
れ
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
全
収
入
の
五
・
○
％
、

六
・
四
％
を
占
め
て
い
た
。

　
以
上
よ
り
、
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
所
領
群
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
財
政
の
中
心
で

あ
っ
た
こ
と
ば
明
白
で
あ
る
。
第
二
番
目
に
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
所
領
群
が
重
要

で
あ
っ
た
。

　
以
下
、
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
、
カ
ピ
ー
リ
ャ
、
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
所
領
群
、

ラ
・
リ
オ
．
ハ
所
領
群
と
続
く
。

①
護
。
×
ひ
、
ψ
9
㌧
．
、
い
。
。
・
。
り
魯
。
数
。
ω
”
O
壽
ω
餓
。
器
‘
・
ヨ
Φ
↓
o
鳥
9
£
ぎ
器
ρ
器

　
讐
碧
静
魯
鐙
。
ω
ε
島
。
．
、
㌧
昏
ミ
ミ
㍉
o
§
奪
「
無
s
．
貯
魯
N
b
一
十
審
。
肉
醤
覇
ぎ
N

　
（
以
下
、
〉
．
出
■
U
梱
国
．
）
㌧
心
G
。
㌧
ち
お
嚇
〉
諄
。
一
議
客
㌔
ミ
無
ミ
智
心
事
各
自
ぎ
．
寒

　
寒
硝
§
恥
貯
§
き
脳
触
§
ミ
軸
ミ
匙
（
嵩
O
㍗
嵩
毯
y
蜜
巴
「
一
α
、
一
㊤
お
”
℃
．
一
G
。
b
。
∴
O
甲

　
σ
お
舜
諸
召
諏
o
N
」
図
‘
国
一
G
ミ
馬
織
目
§
§
切
ミ
ミ
鼠
寒
唾
（
嵐
虹
へ
義
－
鳳
㎏
嵐
恥
）
、
O
α
乙
。
σ
ρ

　
一
㊤
謡
M
℃
マ
G
。
一
〇
L
ω
誤
∴
の
巳
一
嵩
p
三
一
冨
男
霧
ρ
護
避
O
こ
さ
守
凝
窒
黛
q
§
ミ
ご
防

　
ミ
乳
曳
ミ
§
§
O
q
ミ
。
貯
．
卜
自
○
§
窺
譜
嵐
鱒
ミ
ミ
（
鴇
曳
。
始
ミ
一
嵩
眺
3
層

　
O
ひ
三
〇
σ
ρ
一
り
圃
ρ
．
、
財
界
0
8
p
自
霧
ω
①
顕
。
『
貯
一
罪
p
o
σ
一
一
障
ユ
p
ω
①
コ
Φ
一
号
旨
。
島
⑦

　
O
騨
ω
鼠
一
一
ρ
ゆ
φ
＝
①
し
。
　
儒
O
　
H
ρ
ρ
　
団
畠
P
側
　
鑑
O
α
一
ρ
．
、
”
　
窺
、
無
S
、
ミ
　
翫
馬
　
ミ
　
導
職
ミ
ミ
犠

　
奮
起
職
ぎ
ミ
§
8
蕊
」
ミ
粛
【
（
黛
黛
》
§
ミ
ミ
ミ
）
巴
竃
a
甑
9
一
り
◎
。
N
唱
や
♂
劉

　
“
㊤
Q
◎
巳

②
　
．
こ
の
分
類
は
、
基
本
的
に
キ
ソ
タ
ニ
ー
リ
ャ
・
ラ
ソ
の
分
類
法
、
》
）
勾
。
簿
霧

　
響
o
o
＆
o
暮
①
ω
儒
。
ご
監
守
。
ゆ
p
9
9
匹
Φ
豊
。
。
費
。
質
a
匿
。
ω
”
　
し
d
）
↓
凱
σ
慈
。
ω

　
讐
。
覧
p
ヨ
①
母
。
。
陰
呂
。
江
巴
。
ω
℃
○
）
同
ユ
ぴ
暮
。
ω
需
箕
窪
o
o
一
〇
暮
Φ
。
。
p
団
⇔
ω
o
巴
7

　
穿
O
器
巴
讐
U
）
ぎ
σ
q
話
ω
o
ω
℃
o
『
賦
耳
き
器
畠
①
㌶
0
9
鈴
菊
①
鉾
司
）
6
『
注
午

　
8
ω
需
答
窪
①
o
δ
暮
⑦
ω
即
冨
鵠
ω
8
凱
O
巴
㊦
9
0
ω
賦
娩
畠
＄
、
頃
）
8
ユ
σ
昇
。
ω
℃
角
匡

　
富
ロ
¢
9
①
算
①
ω
餌
冨
鵠
ω
o
騨
嵩
鳥
帥
α
o
o
コ
。
＆
鉾
（
§
3
憲
．
謡
。
。
1
謡
㊤
■
）
に
基
づ

　
い
て
い
る
。

⑧
モ
．
ク
ソ
ー
が
、
「
農
業
も
し
く
は
行
政
上
の
秩
序
に
で
は
な
く
、
人
聞
関
係
の

　
秩
序
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
」
蜜
。
×
◎
o
》
ミ
■
（
い
。
ω
ω
①
諏
。
同
δ
ω
…
y
ワ
ω
O
。
。
・

　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
《
一
四
世
紀
の
危
機
》
以
降
は
し
ぼ
し
ば
封
建
的
反
動
、

　
　
　
　
マ
　
リ
み
　
　
ウ
ソ
ス

　
所
謂
《
悪
　
習
》
の
復
活
の
対
象
と
な
っ
た
。

④
．
．
マ
ル
テ
ィ
ご
エ
ガ
、
テ
ラ
ス
ゴ
や
イ
ン
フ
ル
シ
オ
ン
は
地
域
に
よ
り
名
称
は
異

．
な
る
が
、
農
民
の
土
地
保
有
に
対
す
る
貢
租
、
つ
ま
軌
、
領
主
が
有
す
る
上
級
所

　
有
権
O
o
日
一
巳
。
。
日
貯
魯
8
に
基
づ
く
貢
租
で
あ
り
、
近
代
酌
な
所
有
権
に
基

　
づ
く
土
地
収
入
と
区
別
し
た
。

⑤
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ス
ト
ゥ
ニ
ガ
（
↓
＝
α
ω
）
の
「
遣
言
書
」
〉
幽
国
．
累
こ
O
ω
雪
p
b

　
一
①
σ
Q
．
．
略
。
峯
㌧
．
翼
。
．
一
〇
。
。
お
よ
び
．
そ
の
嫡
子
ア
ル
バ
P
が
、
一
．
四
置
四
年
に
記
し
た

　
「
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
家
産
目
録
」
｝
属
．
累
こ
0
9
。
藷
μ
P
冨
σ
q
■
b
こ
一
伊
累
。
．
同
O
H
、
一
爲

　
（
プ
ラ
ン
セ
シ
ア
以
外
の
諸
所
領
か
ら
得
ら
れ
た
収
入
を
知
る
た
め
の
唯
一
の
史

　
料
。
プ
ラ
ン
セ
シ
ア
に
関
し
て
は
一
四
六
四
一
六
八
年
、
一
四
七
九
年
、
一
四
八

　
八
年
の
史
料
が
存
在
す
る
。
〉
。
嗣
押
署
．
㌔
○
ω
琶
ρ
冨
σ
q
．
も
。
0
9
）
に
基
づ
く
モ
ロ
の

　
『
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
諸
収
入
に
関
す
る
報
告
』
護
鍵
江
尾
N
駕
。
『
ρ
罰
卜
象
葡
恥
ミ
象

　
肉
恥
N
ミ
ミ
寒
6
蕊
ミ
ミ
§
N
艶
曳
。
眺
N
冥
h
卜
巳
的
ミ
ミ
題
璽
く
巴
一
銭
。
に
鼻
一
ミ
8

　
も
や
竃
点
O
メ
な
ら
び
に
、
同
史
料
を
一
部
用
い
た
い
＆
雪
O
ρ
ロ
O
ω
銭
ρ
ン
8
レ
‘

　
．
．
カ
。
暮
霧
8
邑
p
一
〇
ω
魯
コ
餌
謬
ω
2
0
貯
（
一
劇
α
膳
一
一
劇
Q
Q
Q
Q
）
、
、
”
§
ミ
ミ
N
ミ
．
恥
黛
§
嵩

　
辱
亀
旨
§
ミ
合
同
§
袋
喰
ミ
魯
加
⇒
触
ヘ
ミ
価
§
偽
窟
妻
ミ
、
ミ
欲
ζ
織
ミ
辱
黛
ミ
割
ミ
爲
賊
。
曽

　
ヨ
”
鐸
話
α
q
。
鼻
お
鐸
毛
．
認
α
凸
①
窃
．
よ
り
作
成
。

⑥
農
産
物
の
価
格
は
地
域
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
同
地
域
で
も
黍
節
に
よ
っ
て
格
差
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が
大
き
く
、
従
っ
て
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
全
所
領
に
通
用
す
る
よ
う
な
マ
ラ
ベ
デ
ィ

　
換
算
率
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
五
黛
紀
の
農
産
物
価
格
を
扱
っ
た

　
も
の
に
、
H
N
ρ
巳
。
乙
。
ご
d
①
ロ
客
P
菊
こ
、
唾
、
鷺
ご
賄
壕
器
ミ
識
。
恥
§
8
丸
国
乱
。
馬
躊
ミ

　
無
曳
。
匿
「
（
械
虹
O
O
一
楓
へ
N
㎞
）
’
ン
自
銭
ユ
鼻
お
Q
。
卜
⊃
脳
窓
霧
困
〈
3
・
、
〉
‘
旨
§
§
8
憾
謁
g
q

　
ミ
ミ
特
ミ
ミ
＆
§
慰
鴨
ミ
、
㌣
ら
§
ぎ
遣
○
窮
ミ
魯
ピ
O
七
二
〇
P
一
㊤
Q
Q
挫
が
あ
る
。

⑦
諸
諄
お
甥
⑦
旨
雪
9
N
、
国
こ
肉
虐
o
N
§
慧
嵩
§
ミ
§
ミ
ミ
畠
ミ
G
ゑ
ミ
ミ
伽
ミ
，
o

　
肉
ミ
耐
§
㌧
自
（
こ
＆
ー
ミ
O
q
y
＜
巴
一
a
o
一
一
9
お
φ
Q
。
魑
℃
．
H
お
．

⑧
ペ
ハ
ル
の
属
村
と
し
て
、
⇔
ご
⑦
8
審
ρ
田
℃
o
①
算
P
切
蝕
。
・
・
”
＜
巴
く
㊦
乙
ρ
翌
㌣

　
く
巴
ヨ
o
H
巴
㌧
諸
。
α
貯
一
鵠
P
Q
Q
ρ
暮
誉
渉
帥
①
N
層
出
興
く
診
”
い
騨
O
p
σ
①
N
P
男
¢
o
コ
8
。
。
．

　
o
っ
。
瓢
ヴ
器
舜
㌧
勺
。
『
o
ヨ
貯
σ
q
P
＜
巴
色
㊦
鴇
”
σ
q
二
Z
餌
く
ρ
①
零
■
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
の
属

　
村
と
し
て
、
O
O
＝
四
〇
P
ピ
ρ
㌶
鷺
P
O
三
碧
0
。
，
・
竃
三
9
濫
ρ
ω
①
σ
q
ξ
P
O
9
σ
O
－

　
豊
。
軍
≦
一
蚕
さ
｝
①
鴇
ρ
↓
ε
p
仙
p
澱
。
旨
巴
㌧
Ω
p
お
器
『
2
吋
〇
三
㌧
↓
o
畦
。
窓
諺
」

　
ω
ω
q
鼠
一
＝
斜
㌧
ン
凱
雷
σ
⑦
ど
℃
話
詳
P
O
器
寅
8
㌧
劉
9
＜
p
8
嵩
8
扁
P
日
。
ヨ
p
。
♂
、
餌
。
器
℃

　
且
ρ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑨
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
に
よ
る
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
属
域
で
の
枚
草
地
の
獲
得
は
、
ペ
ド
ロ

　
が
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
伯
に
差
せ
ら
れ
る
以
前
か
ら
始
っ
て
い
た
。
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
市

　
域
内
の
カ
リ
ェ
フ
エ
ラ
、
レ
ベ
ル
デ
ィ
ア
を
は
じ
め
と
し
、
一
四
二
八
年
に
は
ア

　
ル
バ
ラ
ー
村
域
の
リ
ン
コ
ン
、
エ
ル
・
ガ
ト
、
エ
ル
・
ア
セ
ウ
チ
ャ
ル
な
ど
の
牧

　
草
地
を
購
入
し
た
。
一
四
四
二
年
に
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
の
裁
判
領
主
権
を
得
た
後
は
、

　
カ
ン
ポ
・
デ
・
ア
ラ
ニ
ュ
エ
ロ
の
未
開
墾
地
や
共
有
地
を
牧
草
地
化
し
た
（
一
四

　
五
二
…
五
三
年
）
。
こ
れ
ら
の
他
に
、
ミ
ラ
ベ
ル
村
域
に
も
ナ
バ
ル
モ
ラ
ル
、
エ

　
ル
・
エ
ス
ピ
ナ
ル
と
い
っ
た
牧
草
地
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
牧
草
地
の
賃
貸

　
料
は
＝
一
万
八
千
マ
ラ
ベ
デ
ィ
（
土
地
収
入
の
九
四
乙
％
）
に
達
し
、
ボ
ル
タ

　
ス
ゴ
を
合
せ
た
長
距
離
移
牧
か
ら
薩
接
得
ら
れ
る
収
入
は
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
か
ら
あ

　
が
る
全
収
入
の
一
一
一
・
一
％
を
占
め
て
い
た
。
ω
p
コ
8
ω
○
憲
巴
ε
ρ
円
．
P
腕
、

　
絵
曳
。
眺
「
鶏
、
ミ
防
§
職
黛
黛
砺
楠
こ
画
ミ
壼
O
魅
8
話
も
・
㌧
一
㊤
Q
。
押
℃
ワ
ド
O
一
ム
9
《

　
℃
℃
■
雷
一
一
一
Q
。
P

⑩
ブ
ラ
セ
ン
シ
ア
に
お
け
る
経
済
活
動
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
ω
雪
ε
㎝
O
㊤
轟
－

　
亙
P
¢
ρ
℃
．
．
U
餌
く
箆
勲
0
8
ま
旨
一
＄
α
①
勺
一
器
⑦
詳
。
貯
窪
Φ
一
。
・
お
δ
×
＜
、
．
㌧

　
司
謡
多
量
愚
象
導
』
§
ミ
ミ
亀
戸
H
酬
ン
富
島
一
食
搭
。
。
卜
。
、
で
や
α
切
ω
占
O
ω
・
を
参
照
σ

⑪
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
に
関
し
て
は
、
男
窪
香
託
。
苧
∪
震
p
≧
〈
①
恥
ご
○
こ
ミ
恥
㍗

　
§
ミ
。
§
切
ミ
鱒
｛
ミ
8
自
認
嚇
討
切
ミ
自
朗
§
匙
さ
ミ
窺
g
．
、
ミ
謹
ぎ
ヒ
し
む
践
a
o
漕

　
這
。
。
い
を
参
照
。三

　
領
主
収
入
の
変
化
と
王
権

　
前
章
で
は
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
を
所
領
群
別
に
み
て
き
た
が
、
本
章
で

は
収
入
の
種
類
に
着
目
し
て
一
五
世
紀
半
ぱ
の
世
俗
領
主
収
入
の
特
徴
を
考

察
す
る
。

　
収
入
表
（
表
ユ
）
の
分
類
に
従
う
と
、
土
地
収
入
は
二
八
万
二
〇
九
マ
ラ

ベ
デ
ィ
、
裁
判
権
収
入
は
四
四
万
七
三
〇
一
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
教
会
起
原
収
入

は
一
八
万
五
八
八
四
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
王
室
起
原
収
入
は
三
一
五
万
一
七
三
八

マ
ラ
ベ
デ
ィ
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
全
体
の
六
・
九

％
、
　
一
一
・
○
％
、
四
・
六
％
、
七
七
・
五
％
を
占
め
て
い
た
。

　
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
期
の
大
世
俗
領
主
の
多
く
は
エ
ソ
リ
ケ
ニ
世
の
恩
籠
授

　
　
①

与
政
策
に
そ
の
起
原
を
有
す
る
関
係
上
、
《
一
四
世
紀
の
危
機
》
以
前
、
お

よ
び
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
初
期
に
お
け
る
彼
ら
の
収
入
は
史
料
の
欠
除
に
よ
り

知
る
由
も
無
い
が
、
教
会
領
主
の
収
入
（
主
に
土
地
収
入
と
裁
判
権
収
入
か

ら
成
る
）
に
着
目
す
る
と
、
一
四
世
紀
後
半
に
は
《
危
機
》
に
よ
る
減
少
を
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一五世紀カスティーリャ王国における世俗領主収入と王権（大内）

　
　
　
　
　
②

経
験
し
て
お
り
、
一
五
世
紀
は
前
半
を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い

　
　
　
③

こ
と
か
ら
、
世
俗
領
主
の
土
地
収
入
と
裁
判
権
収
入
に
も
間
様
の
こ
と
が
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ヨ
ロ
　
デ
コ
エ
レ
ダ
　

え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
王
窒
起
原
収
入
の
う
ち
、
世
襲
年
金
や
国

王
官
職
俸
給
は
、
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
朝
成
立
に
伴
う
恩
廠
授
与
政
策
お
よ
び

《
奉
仕
貴
族
》
の
誕
生
に
よ
っ
て
爆
発
的
に
増
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
王

大
権
に
由
来
す
る
収
入
の
う
ち
最
も
璽
要
で
あ
っ
た
ア
ル
カ
バ
ラ
は
、
一
三

四
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
全
圏
規
模
の
国
王
課
税
と
な
っ
た
が
、
当
初
は

ま
だ
徴
収
に
際
し
て
コ
ル
テ
ス
の
承
認
を
必
要
と
す
る
臨
蒋
課
税
で
あ
り
、

通
常
課
税
と
な
っ
て
量
的
に
も
そ
の
重
要
性
を
増
す
の
は
一
五
世
紀
に
入
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

趨又入r教会起箱入4．6％

iiii王室起瓢天7715％

L裁判権収入11．0％

　　　グラフ2　起原別収入比較

て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
《
一
四
世
紀

の
危
機
》
以
前
ま
で
領
主
収
入
の
大
部
分
を
占
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
土
地
収
入
と
裁
判
権
収
入

に
代
っ
て
、
一
五
世
紀
半
ば
に
は
三
士
起
原
収
入

が
領
主
財
政
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス

ト
ゥ
ニ
が
家
を
例
に
述
べ
る
と
、
大
世
俗
領
主
は

そ
の
収
入
源
の
重
心
を
従
来
の
農
村
領
主
制
か
ら

王
室
財
政
へ
と
移
動
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点

に
お
い
て
、
一
四
世
紀
半
ば
か
ら
一
五
世
紀
半
ば

に
か
け
て
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
に
お
け
る
世
俗
領
主
収
入
に
質
的
変
化
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ
プ
レ
サ
サ
デ
の
セ
ル
ビ
ン
オ

　
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
主
面
は
爵
位
を
受
け
る
以
前
か
ら
《
奉
仕
貴
族
》

集
団
の
一
員
と
し
て
有
力
な
国
王
官
職
紅
就
き
、
様
々
な
俸
給
を
得
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ス
テ
イ

ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
有
し
た
世
襲
官
職
の
う
ち
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
司
法

シ
ア
ロ
マ
は
ヒ
ル

長
官
職
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
は
中
央
政
治
に
重
要
な
役

　
　
　
　
　
　
⑥

劉
を
果
し
て
い
た
。
他
に
、
　
セ
ビ
ー
リ
ャ
市
の
ア
ル
カ
ル
デ
・
マ
ヨ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
カ
イ
デ
イ
ア

の
職
や
ア
ヤ
モ
ン
テ
、
ブ
ル
ゴ
ス
、
オ
ル
ベ
ラ
な
ど
の
城
代
職
等
も
有
し
て

い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
官
職
俸
給
と
は
別
に
、
種
々
の
国
王
収
入
（
セ

　
　
　
ァ
ル
モ
ハ
リ
フ
ア
リ
ハ
ゴ
サ
デ
ル
サ
ベ
ス
ヵ
ド
　
サ
ジ
ド

ビ
ー
リ
ャ
市
内
の
塩
漬
魚
税
や
ペ
ニ
ャ
フ
ィ
エ
ル
主
席
司
祭
管
区
の

テ
ル
シ
ア
　
　
フ
ー
。
・
デ
三
レ
｛
⑦

三
分
の
一
々
な
ど
）
に
設
定
さ
れ
た
批
判
年
金
も
得
て
い
た
。
こ
れ
ら
は

伯
達
が
国
王
に
提
供
し
た
軍
事
、
政
治
的
援
助
、
言
わ
ば
《
忠
誠
》
に
報
い

る
形
で
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
王
官
職
俸
給
と
世
襲
年
金
は
合
計
一

〇
巌
頭
二
三
五
六
マ
ラ
ベ
デ
ィ
に
達
し
、
ス
ト
ゥ
ユ
が
家
の
全
収
入
の
二
五

・
九
％
を
占
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
形
で
王
権
が
大
世
俗
領

主
を
支
え
た
例
と
し
て
は
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
そ
れ
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
醜
・
ス
ト
・
二
面
の
馨
（
カ
ス
テ
・
ー
リ
圭
国
の
馨
）

は
、
国
王
官
職
俸
給
や
世
襲
年
金
を
国
王
か
ら
得
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
所

領
内
に
お
け
る
ア
ル
カ
バ
ラ
、
テ
ル
シ
ア
お
よ
び
都
市
特
別
上
納
金
と
言
っ

た
本
来
国
王
大
権
に
帰
属
す
る
税
の
徴
収
権
ま
で
も
事
実
上
獲
得
し
て
い
た
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の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
は
微
税
請
負
制
度
が
一
般
化
し
て
お
り
、
財
政
管
区
ご
と
に
国
王
徴

税
講
負
人
が
国
王
収
入
の
徴
収
に
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
領
地
は
と

も
か
く
、
貴
族
所
領
内
で
は
当
該
領
主
が
国
王
徴
税
講
負
人
の
下
請
徴
税
人

と
な
る
場
合
が
多
く
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ト

ゥ
ニ
が
家
の
伯
達
が
諸
村
落
か
ら
得
た
ア
ル
カ
バ
ラ
の
う
ち
国
王
徴
税
請
負

人
に
支
払
っ
て
い
た
金
額
は
、
ベ
ハ
ル
と
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
に
関
し
て
は
計
二

四
万
五
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
バ
ニ
ャ
ー
ン
ス
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
レ
ス
、
セ
ラ

ト
ー
ソ
、
グ
ラ
ニ
ョ
ソ
、
モ
ラ
レ
ス
お
よ
び
サ
ソ
・
ペ
ド
ロ
・
デ
ル
・
モ
ン

テ
に
関
し
て
は
計
一
万
八
○
○
○
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
カ
ル
タ
や
ど
ヒ
ブ
ラ
ン
ナ

ン
は
計
一
万
宝
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス
は
一
万
二
〇
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
ク
リ
エ
ル
は
七
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
実
際
に
徴
収
し
て
い
た
ア
ル
カ
バ
ラ
の
額
は
、

ベ
ハ
ル
と
プ
ラ
セ
ソ
シ
ア
で
は
計
一
〇
五
万
五
二
〇
七
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
バ
ニ

ャ
ー
レ
ス
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
レ
ス
、
セ
ラ
ト
ー
ソ
、
グ
ラ
ニ
ョ
ン
、
サ
ソ
・
ペ

ド
ロ
・
デ
ル
・
モ
ン
テ
で
は
計
八
万
華
七
五
三
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
カ
ル
タ
ヤ
、

ヒ
ブ
ラ
レ
オ
ソ
で
は
計
二
五
万
七
八
三
三
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
ブ
ル
ギ
ー
リ
ョ
ス

で
は
七
型
九
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
ク
リ
エ
ル
で
は
六
万
六
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ

　
　
　
⑩

イ
で
あ
り
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
圏
王
徴
税
請
負
人
に
支
払
っ
て
い
た
金
額
が

実
際
の
ア
ル
カ
パ
ラ
徴
収
額
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
伯
達
が
領
主
裁
判
権

を
援
用
し
て
当
該
財
政
管
区
の
国
王
徴
税
請
負
入
と
あ
る
種
の
協
定
を
結
び
、

一
定
金
額
と
交
換
に
所
領
内
の
ア
ル
カ
バ
ラ
微
収
権
を
手
中
に
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
⑪

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
ア
ル
カ
バ
ラ
を
微
醸
し
て
い
た
村

落
の
う
ち
、
ベ
ラ
ソ
テ
ビ
ー
リ
ャ
、
エ
ン
シ
ー
ナ
ス
、
グ
ス
マ
ソ
、
ペ
ス
ケ

ラ
・
デ
ル
・
ド
ゥ
エ
ロ
、
ト
リ
ッ
ソ
、
エ
レ
ー
ニ
ャ
、
ビ
リ
ャ
コ
ナ
ソ
シ
オ

お
よ
び
ビ
リ
ョ
リ
ア
に
関
し
て
は
下
路
徴
税
請
負
人
へ
の
支
払
い
が
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
い
な
か
っ
た
。
　
こ
れ
は
、
当
時
げ
○
鑓
9
ω
《
ト
マ
ス
》
と
呼
ば
れ
た
一
種

の
横
領
行
為
に
よ
っ
て
当
該
駈
領
内
で
ア
ル
カ
バ
ラ
を
私
物
化
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
、
一
四
五
五
一
五
八
年
の
間
に
貴
族
所
領
内
の
《
王
蜜
収
入
査
定

制
度
》
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
貴
族
所
領
内
の
王
蜜
収
入
を
確
保
す
る

た
め
に
費
族
所
領
内
で
の
徴
税
請
負
制
度
を
廃
止
し
、
代
っ
て
貴
族
所
領
内

の
王
室
収
入
を
査
定
し
て
そ
の
査
定
額
か
ら
影
該
領
主
に
支
払
う
べ
き
官
職

俸
給
や
そ
の
他
の
国
庫
支
出
金
を
あ
て
が
う
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
査
定
額

が
当
該
領
主
が
得
る
べ
き
金
額
よ
り
大
き
い
場
合
に
は
当
該
領
主
は
余
剰
金

を
国
庫
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
逆
の
場
合
に
は
国
王
が
不
足
額
を
国

庫
か
ら
あ
ら
た
め
て
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
《
査
定
制
度
》
の

導
入
に
よ
り
、
貴
族
所
傾
内
で
の
ア
ル
カ
バ
ラ
に
よ
る
受
益
者
が
当
該
領
主

の
み
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
、
ε
B
霧
《
ト
マ
ス
》
や
げ
㊤
す
ω
《
バ
バ
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ス
》
等
の
不
法
行
為
は
そ
の
存
在
理
由
を
失
い
、
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
貴
族
所
領
内
に
お
け
る
ア
ル
カ
バ
ラ
徴
収
は
領
主
の
責
任
と
な

る
一
方
、
領
主
が
ア
ル
カ
パ
ラ
を
自
ら
の
収
入
源
と
す
る
こ
と
が
正
楽
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
査
定
内
容
お
よ
び
査
定
額
は
当
該
領
主
の
政
治

的
権
力
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
《
査
定
制
度
》
は
結
果
的
に
王
室
収

入
の
減
少
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
因
に
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
徴
収
し
て
い

た
ア
ル
カ
パ
ラ
は
一
五
九
万
九
八
九
三
マ
ラ
ベ
デ
ィ
（
国
王
前
野
請
負
人
に

支
払
っ
て
い
た
三
一
万
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
含
む
）
で
、
同
家
の
全
収
入
の
三
九

・
四
％
を
占
め
て
い
た
。

　
テ
ル
シ
ア
は
当
時
、
ア
ル
カ
バ
ラ
と
一
如
し
て
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
ア
ル

カ
バ
ラ
と
テ
ル
シ
ア
を
合
せ
る
と
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
の
収
入
全
体
の
四
三
・
八

％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
。

　
コ
ル
テ
ス
に
よ
っ
て
国
王
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
た
特
権
で
あ
る
都
市
特

別
上
納
金
の
要
求
も
、
多
少
の
差
異
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家

と
国
王
徴
税
請
負
人
　
（
こ
の
場
合
は
、
普
通
、
帯
参
事
会
が
講
負
人
と
な

る
）
、
ひ
い
て
は
王
権
と
の
問
の
協
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
プ
ラ
セ
ン
シ
ア
で
は
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
は
都
市
特
別
上
納
金
の
名
目
で
四

六
万
二
九
九
六
マ
ラ
ベ
デ
ィ
（
ペ
デ
ィ
ー
ド
＝
一
万
三
八
〇
四
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、

モ
ネ
ダ
ニ
三
万
九
一
九
ニ
マ
ラ
ベ
デ
ィ
）
を
徴
収
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち

二
二
万
四
四
七
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
国
王
徴
税
請
負
人
に
支
払
っ
て
お
り
、
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
の
一
三
万
八
五
二
六
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
い
た
。
ベ
ハ
ル

に
関
し
て
は
、
「
モ
ネ
ダ
が
徴
収
さ
れ
る
年
に
は
、
ベ
ハ
ル
の
市
参
事
会
は

ス
ト
ゥ
ニ
が
伯
に
対
し
て
一
モ
ネ
ダ
に
つ
き
二
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
、
国

王
徴
税
請
負
人
に
対
し
て
一
モ
ネ
ダ
に
つ
き
四
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
支
払

　
　
　
⑯

っ
て
い
た
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
は
、
金
額
の
差

は
あ
る
も
の
の
、
国
王
大
権
と
平
行
し
て
独
自
に
課
税
を
行
な
っ
て
い
た
。

ヒ
ブ
ラ
レ
オ
ソ
で
は
伯
と
市
参
事
会
と
の
間
に
あ
る
種
の
協
定
が
結
ば
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
市
参
事
会
が
伯
に
毎
年
二
万
二
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
支
払

う
代
わ
り
に
、
国
王
が
都
市
特
別
上
納
金
を
要
求
し
た
場
合
に
は
伯
が
市
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

事
会
に
代
っ
て
そ
れ
を
支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
一
四
五
〇
年
代
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

毎
年
の
よ
う
に
国
王
が
都
市
特
別
上
納
金
を
要
求
し
て
い
る
の
で
、
伯
の
利

益
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
伯
が
コ
ル
テ

ス
の
承
認
と
は
無
関
係
に
都
市
特
別
上
納
金
を
定
着
さ
せ
た
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
得
て
い
た
都
市
特
別
上
納
金
は

同
家
の
収
入
全
体
の
七
・
九
％
を
占
め
て
い
た
。

　
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
が
国
王
大
権
に
由
来
す
る
ア
ル
カ
バ
ラ
、
テ
ル
シ
ア
お
よ

び
都
市
特
別
上
納
金
か
ら
得
て
い
た
収
入
は
二
〇
九
万
九
三
八
ニ
マ
ラ
ベ
デ

ィ
に
達
し
、
同
家
の
全
収
入
の
五
一
・
六
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
事
実
は
、
世
襲
年
金
や
国
王
官
職
俸
給
と
い
っ
た
国
庫
支
繊
金
を

通
し
て
世
俗
領
主
財
政
を
支
え
よ
う
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
世
俗
領
主
に
よ
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る
国
王
大
権
の
楽
聖
行
為
を
も
黙
認
し
た
王
権
の
《
寛
容
》
な
態
度
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ト
ゥ
ニ
が
象
に
よ
る
王
室
起
原
収
入
の
獲
得
例
は
、

当
時
の
《
新
貴
族
》
の
関
心
が
宙
所
領
内
に
お
け
る
国
王
大
権
の
纂
奮
、
お

よ
び
所
領
外
で
の
官
職
俸
給
や
世
襲
年
金
の
受
給
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
新
貴
族
》
が
一
四
、
　
一
五
世
紀
の
カ
ス
テ
ィ

ー
リ
ャ
王
国
に
誕
生
し
た
新
し
い
財
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
で
恩

恵
を
受
け
る
た
め
に
は
宮
廷
内
で
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
有
す
る
必
要
が

あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
政
治
は
貴
族
に
と
っ
て
天
職
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
つ
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」

①
＜
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。
×
踏
H
l
×
H
く
）
㌧

　
ミ
｝
ミ
醤
ミ
．
馬
＆
駄
§
冒
賦
§
唖
、
ミ
ト
§
ミ
ミ
§
ミ
讐
ミ
§
防
帖
も
旨
賢
ミ
9
含

　
駄
ミ
憲
、
ミ
8
0
義
亀
。
”
同
昌
”
N
臼
養
σ
q
o
N
ρ
H
㊤
↓
メ
℃
や
H
O
ω
点
一
Q
弓
．
お
よ
び
H
N
ρ
巳
興
α
o

　
切
①
巳
8
㌧
H
ρ
こ
、
ミ
篭
ミ
ミ
N
ご
G
さ
帖
ミ
o
G
ミ
ミ
ミ
N
§
吋
。
』
鼠
9
物
品
N
ミ
§
ミ
執
ミ
糺

　
§
、
験
曳
。
ミ
ぶ
↓
。
ざ
位
9
一
〇
。
。
O
・
前
者
は
年
間
小
作
料
の
減
少
（
＝
一
一
六
四
年

　
に
は
二
五
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
で
あ
っ
た
も
の
が
＝
一
　
八
二
年
に
は
一
五
〇
〇
マ
ラ

　
ベ
デ
ィ
に
減
少
）
を
例
に
、
後
者
は
一
四
世
紀
を
通
し
て
の
小
作
契
約
期
閥
の
変

　
化
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
会
領
主
収
入
の
減
少
を
証

　
歯
し
て
い
る
。

③
9
。
。
蝕
。
と
9
5
p
簿
、
ト
へ
網
》
§
焼
ミ
ミ
零
§
ミ
§
鳥
袋
§
馬
へ
↑
ミ
ミ
ミ
§

　
勲
こ
賦
塁
§
ミ
亀
曳
o
k
驚
、
態
、
ミ
ミ
ミ
。
も
ミ
ミ
ミ
勘
無
o
b
＜
巴
一
碧
。
＝
α
㌧
一
り
◎
。
ρ

　
℃
や
。
。
幽
1
。
。
定
限
に
、
　
一
四
〇
二
年
の
ブ
ル
ゴ
ス
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
全
収
入

　
は
二
八
三
四
万
二
七
｝
八
レ
ア
ル
、
そ
し
て
、
半
世
紀
以
上
を
経
た
一
酋
六
〇
年

　
の
時
点
で
三
一
七
五
万
一
〇
五
レ
ア
ル
と
あ
ま
り
増
加
が
み
ら
れ
ず
、
そ
の
間
の

　
収
入
増
減
の
起
伏
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

④
ア
ル
カ
パ
ラ
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
録
。
区
◎
o
り
・
α
ρ
卜
亀
ミ
ミ
貯
N
a
・
9
畠

　
鴨
需
§
聾
8
§
愚
誉
黛
蓉
馬
窓
ミ
、
馬
誌
、
㌶
a
甑
鼻
δ
①
G
。
勤
い
呂
興
o
ρ
器
。
。
巴
ρ

　
ン
由
．
〉
．
㌔
卜
勘
ぎ
ら
執
§
§
噛
、
鶏
馬
§
G
蕊
ミ
ミ
ミ
い
ミ
無
恥
ご
祝
ヌ
ω
o
＜
導
斜
H
O
お
℃

　
℃
や
⑦
一
あ
も
。
’
．
、
冒
σ
q
嘱
し
。
p
σ
q
霧
8
《
℃
o
一
三
〇
国
育
。
巴
9
冨
6
0
δ
爵
9

　
0
p
。
。
島
げ
二
〇
ω
留
〉
罵
9
回
8
×
p
国
乱
お
器
置
H
（
一
N
錦
N
…
一
A
O
①
）
．
、
㌧
ミ
§
鵠
§

　
》
δ
勘
ミ
肉
亀
卜
§
ミ
①
跡
囲
嵩
ω
江
ε
ε
曾
聞
G
。
ε
象
。
渥
し
。
o
p
一
㌧
竃
一
巳
。
。
け
。
賦
0
9

　
鵠
騨
0
8
註
p
。
憎
ン
費
瓢
ほ
9
一
㊤
Q
。
い
お
よ
び
大
内
一
、
「
ア
ル
カ
バ
ラ
に
み
る
一
四
、

　
一
五
世
紀
カ
ス
テ
ィ
ジ
ア
の
財
政
政
策
」
、
『
外
考
試
・
外
国
文
学
研
究
』
、
7
、

　
大
阪
外
圏
語
大
学
穴
学
院
修
士
会
、
昭
和
五
八
年
、
　
エ
ハ
ー
三
〇
頁
を
参
照
。

⑥
　
モ
ロ
は
、
ア
ル
カ
バ
ラ
、
テ
ル
シ
ア
、
都
市
特
別
上
納
金
、
世
襲
年
金
、
国
王

　
宮
職
俸
給
を
《
新
収
入
》
、
他
の
収
入
を
《
旧
収
入
》
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。

　
鼠
。
「
p
旨
、
言
、
9
§
§
為
国
ミ
ミ
ミ
N
職
O
翁
ミ
ミ
§
、
亀
曳
。
掬
ざ
　
ト
。
恥

　
Q
ミ
ミ
讐
層
く
巴
冨
8
瓢
三
一
リ
ミ
■

⑥
エ
ン
リ
ケ
三
世
の
死
後
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
は
フ
ワ
ン
二
世
の
後
見
人
と
し

　
て
フ
ワ
ン
ニ
世
幼
少
期
の
政
治
を
担
っ
て
い
た
。

⑦
　
罎
。
戦
P
旨
竃
こ
§
．
無
鳳
‘
℃
や
一
8
占
8
．

⑧
ギ
ィ
・
フ
ル
カ
ン
、
神
戸
大
学
西
洋
経
済
史
研
究
室
訳
、
『
封
建
鱗
・
領
主
制

　
と
は
何
か
』
、
晃
洋
書
房
、
昭
和
五
七
年
、
二
八
五
頁
。

⑨
置
0
3
旨
録
、
愚
．
ミ
‘
℃
℃
．
凱
？
宅
．

⑳
き
ミ
．
讐
℃
℃
ふ
㌣
ま
．

⑪
　
貴
族
所
領
内
で
は
《
、
ハ
ハ
ス
》
と
称
さ
れ
る
、
国
王
収
入
の
減
少
を
画
策
す
る

　
様
々
な
防
害
活
動
が
国
王
徴
税
請
負
人
に
対
し
て
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
国

　
王
徴
税
請
負
人
に
と
っ
て
貴
族
所
領
内
で
の
ア
ル
カ
バ
ラ
や
テ
ル
シ
ア
の
徴
収
は
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一五世紀カステ，f一リャ王国における椴俗領主収入と王権（大内）

　
非
常
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
国
王
微
税
請
負
人
が

　
費
族
領
内
の
ア
ル
カ
パ
ラ
徴
税
を
豪
該
領
主
に
下
請
け
さ
せ
る
と
い
う
現
象
が
多

　
く
み
ら
れ
た
。

⑫
8
塁
窒
《
ト
マ
ス
》
は
当
酵
か
ら
そ
の
合
法
性
を
問
わ
れ
た
が
、
ア
ル
カ
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
マ
ド
ま
ル

　
徴
税
請
負
規
定
に
は
そ
れ
に
関
す
る
条
項
も
な
く
、
そ
の
違
法
性
や
横
領
者
に
対

　
す
る
罰
則
規
定
、
返
還
義
務
や
追
徴
金
等
に
関
し
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
度
重
な
る
都
市
の
プ
ロ
ク
ラ
ド
ー
ル
達
の
請
願
に
答
え
て
フ
ワ
ソ
無
調

　
は
ε
日
p
ω
（
ト
マ
ス
》
を
違
法
行
為
と
し
て
禁
止
し
た
。
G
ミ
、
携
§
ご
恥
ミ
㌣

　
嵩
讐
巳
§
馬
§
恥
§
隠
驚
鰻
黛
§
G
蕊
ミ
ミ
目
押
蜜
a
巴
一
9
H
o
。
8
■
O
o
『
8
ω
9

　
＜
鎮
一
註
。
一
置
ユ
Φ
一
瞳
9
℃
無
■
一
二
O
o
ユ
⑦
ω
篇
⑦
＜
巴
一
巴
。
一
賦
α
o
に
お
㌧
℃
①
¢

　
一
り
・

⑬
都
市
特
別
上
納
金
は
し
ば
し
ば
ペ
デ
ィ
ー
ド
と
モ
ネ
ダ
と
い
う
二
つ
の
異
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
　
チ
　
ユ
　
ロ

　
名
翻
の
下
に
徴
収
さ
れ
た
。
ペ
デ
ィ
…
ド
は
個
々
の
担
税
者
の
財
産
の
十
分
の
一

　
が
納
税
基
準
額
と
な
っ
て
い
た
。
　
　
方
、
モ
ネ
ダ
は
担
税
者
一
人
当
り
の
納
税

　
額
は
一
定
（
レ
オ
ン
で
は
六
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
で
は
八
マ
ラ
ベ
デ

　
ィ
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
徴
収
に
際
し
て
コ
ル
テ
ス
の
承
認
を
必
要
と
す
る
臨

　
時
課
税
で
あ
り
、
徴
収
は
村
請
け
の
形
で
行
な
わ
れ
た
。
い
包
窪
o
ρ
器
ω
＆
p
、

　
鍔
〉
；
ミ
紅
曳
o
k
『
ミ
G
鹿
ミ
N
窺
．
き
§
§
恥
§
§
§
随
特
。
、
ミ
ミ
、
旨
ミ
、

　
し
コ
鎚
8
ざ
”
ρ
一
㊤
c
。
卜
。
、
℃
や
峯
－
一
〇
。
■

⑭
9
α
①
δ
ρ
器
ω
a
p
鍔
〉
．
L
o
ρ
簿
．
（
菊
§
富
ω
8
鼠
巳
。
ω
■
：
y
℃
．
b
。
躯
㊤
．

　
の
抜
粋
史
料
。

⑮
き
ミ
、
や
ト
。
高
O
．
の
抜
粋
史
料
。

⑯
9
留
δ
£
き
ω
p
。
3
、
零
〉
．
＝
。
ρ
9
ρ
（
一
じ
O
の
　
o
馳
ω
欺
O
畦
O
o
o
　
二
〇
　
∩
｝
｛
σ
円
ゆ
一
〇
ひ
謬
噛
）
㌧

　
甥
．
○
◎
O
・
の
付
属
史
料
。

⑰
算
〔
耳
（
）
（
心
二
霧
盆
鈴
■
？
【
．
〉
こ
号
’
箋
■
（
g
露
。
向
戸
・
】
乙
p
暫
，
魯
剛
…
）
二
）
．
“
。
】
。
。
㌦

　
の
表
参
照
。

⑯
ω
塁
「
。
掴
頴
三
雪
9
N
、
ピ
■
℃
§
．
ミ
．
℃
℃
藁
N

結
論
に
か
え
て

　
ス
ト
ゥ
ニ
が
家
に
代
表
さ
れ
る
《
新
貴
族
》
の
収
入
が
示
す
よ
う
に
、
一

四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
半
ば
に
か
け
て
領
主
収
入
の
重
心
は
従
来
の
農

村
領
主
制
を
は
な
れ
、
王
権
依
存
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
貴
族
が
国

王
官
職
に
就
い
て
《
一
四
世
紀
の
危
機
》
を
克
服
す
る
と
い
う
例
は
他
国
に

も
み
ら
れ
る
が
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
特
定
の
国

王
大
権
（
と
く
に
ア
ル
カ
バ
ラ
徴
収
権
）
も
が
大
貴
族
の
収
入
源
と
な
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
貴
族
に
よ
る
国
王
大
権
の
纂
奪
行
為
は
フ
ワ
ソ
ニ
世

の
時
代
か
ら
急
激
に
増
加
し
た
が
、
セ
ニ
ョ
リ
ア
リ
サ
シ
オ
ソ
は
ま
さ
に
こ

の
図
画
行
為
を
演
じ
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
の
所
領
を
獲
得
す
る
過
程
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
四
五
五
年
の
《
査
定
制
度
》
の
導
入
に
よ
り
、

大
貴
族
に
よ
る
国
王
大
権
の
享
受
は
法
的
根
拠
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
王
権
の
貴
族
所
領
内
に
お
け
る
財
政
管
轄
権
の
事
実
上
の
放
棄
を
意

味
し
、
全
て
の
国
家
権
力
を
一
手
に
掌
握
し
て
絶
対
王
政
へ
と
向
お
う
と
す

る
王
権
の
意
図
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
同
時
に
、
大
貴
族

に
よ
る
王
室
財
政
へ
の
介
入
、
ひ
い
て
は
大
貴
族
の
利
害
に
即
し
た
旧
家
運

営
の
可
能
性
を
も
包
含
し
て
い
た
。
イ
サ
ペ
ル
ー
世
の
治
世
下
、
一
四
八
○

年
の
ト
レ
ド
の
コ
ル
テ
ス
で
公
布
さ
れ
た
法
令
は
国
王
大
権
の
回
復
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
法
的
基
礎
を
固
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
大
貴
族
は
国
王
よ
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メ
ル
セ
　

り
《
恩
寵
》
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
王
大
権
を
享
受
し
続
け
る
こ
と
が
可

　
　
　
　
②

能
で
あ
っ
た
。
イ
サ
ペ
ル
ー
世
の
と
っ
た
政
策
は
フ
ワ
ソ
ニ
世
お
よ
び
エ
ン

リ
ケ
四
世
の
時
代
に
不
当
に
大
貴
族
の
手
中
に
お
ち
た
圏
王
大
権
を
完
全
に

圃
復
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
貴
族
に
よ
る
国
王

大
権
の
享
受
を
阻
止
す
る
と
い
っ
た
消
極
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
個
々
の
大
貴
族
は
イ
サ
ペ
ル
ー
世
の
内
戦
勝
利
に
際
し
て
、
国
王
の

　
メ
ル
ゼ
　

《
恩
寵
》
な
し
に
は
国
王
大
権
の
享
受
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お

り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
イ
サ
ペ
ル
ー
世
の
《
寛
容
》
な
態
度
は
王
権
と
大

貴
族
と
の
間
の
暗
黙
の
政
治
協
定
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
《
寛
容
》
は
根
本
的
に
は
フ
ワ
γ
二
世
お
よ
び
エ
ン
リ
ケ
拝
芝
期
か
ら

受
け
継
が
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
治
世
期
に
国
王
大
権
、
と
く
に
ア

ル
カ
バ
ラ
の
享
受
を
通
し
て
生
ま
れ
た
大
貴
族
の
寄
客
的
・
経
済
的
優
位
は
、

イ
サ
ペ
ル
ー
世
の
手
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
　
以
後
、
　
ス
ペ
イ
ン
　
「
絶
対
主

義
」
期
の
重
要
な
社
会
的
側
面
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
経
済
史
的
観
点
に
立
つ
と
、
国
王
を
含
め
た
世
俗
領
主
の
収
入
の
う
ち
、

商
品
流
通
課
税
で
あ
る
ア
ル
カ
パ
ラ
が
非
常
に
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た

と
い
う
事
実
が
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
商
品
流
通
課
税
の
在
り
方
は
、

農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
に
関
す
る
問
題
（
停
滞
お
よ
び
衰
退
の
概
念
を
含

む
）
ひ
い
て
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
経
済
の
後
進
性
に
関
す
る
問
題
と
深
く
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ソ
タ
リ
テ

連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
世
俗
領
主
層
の
心
性
の

問
題
を
も
含
め
て
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

①
　
ブ
♂
ゑ
’
も
D
．
〔
【
。
讐
卜
寒
ミ
偽
へ
さ
ヘ
ミ
、
■
9
ぴ
ミ
、
触
ミ
3
ミ
ミ
尽
、
。
い
こ
、
ミ
竃
ミ
腎
弩
℃

　
翼
帥
臼
峯
”
お
O
ρ
｝
ら
■
置
ひ
二
i
置
ω
巳

②
　
ビ
リ
ェ
ナ
侯
（
パ
チ
ェ
コ
家
）
、
　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
海
軍
提
督
（
エ
ソ
リ
ケ
ス

　
家
）
、
ペ
ナ
ベ
ン
テ
偵
（
ピ
メ
ソ
テ
ル
家
）
、
レ
モ
ス
伯
（
オ
ソ
リ
オ
家
）
、
カ
ス
テ

　
ィ
ー
リ
ャ
陸
軍
総
帥
（
ベ
ラ
ス
ロ
家
）
、
イ
ン
フ
ァ
ン
タ
ー
ド
公
（
メ
ン
ド
サ
家
）

　
　
　
　
　
ノ
ル
な
ま

　
が
國
王
の
《
恩
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